
共通12による構造設計等の説明方針

• 本資料は、MOXの閉じ込め条文を主として共通12における構造設計等の説明方針を整理したものである。
• 本資料をもとに共通12の作成の方向性のずれや抜け漏れがないかを確認し、その結果を共通12全体に展開するこ
とを目的とする。

• 本資料による方向性等の確認を踏まえ、MOXの閉じ込め条文及びその関連条文を対象として共通12を修正し、
説明を行う。

令和5年4月26日
日本原燃株式会社

【公開版】

：商業機密または不拡散の観点から公開できない箇所
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【共通１２の目的】
• 新規制基準に基づき実施した再処理施設及びMOX燃料加工施設の第２回設工認申請並びに廃棄物管理施設の設工認申請における申請対象設備に対し
て、設備等の設計が基本設計方針等の設計方針に沿ったものであることの説明を合理的に行うことを目的とする。

• 具体的には、各申請対象設備について、 設工認申請での設計方針等を踏まえた類型分類を行い、類型単位で設備等のシステム設計，構造設計，配置設計
が基本設計方針等の設計方針を踏まえたものであることを補足説明する。
⇒膨大にある設備に対して類型の手法の採用、変更点と要求事項との関係の明確化により、説明対象となる設備数を合理的なものにする。

• 再処理は、変更申請であることを踏まえ、既認可から変更が生じている設計に対して抜け漏れなく適合性を説明するための整理を行う。MOXは新規制基準以前
の設工認において全ての申請対象設備の認可が得られていないこと、全ての条文への適合性に対して認可が得られていないこと踏まえ抜け漏れなく適合性を説明
するための整理を行う。

（１）類型分類
・条文単位で設計方針等との関連を踏まえて類型分類する。
・設備等の位置づけによる分類⇒新規設置、既設の変更（変更の観点）での分類
※新規設置の設備：適合性を説明すべき条文の設計方針全てを対象として説明が必要
※既設の変更：設計条件の変更は変更された条件に基づく設計・評価、設計条件の追加は追加された条件に基づく設計・評価、設計条件の変更や追加を踏まえ
た改造等は改造等による設計・評価

・上記分類ごとに設計方針等との関連を踏まえて分類⇒対策設備、防護対象設備等の分類
・改造等の既認可からの変更点を抽出（申請対象設備と紐づけ）⇒実際に設備等を改造したものと評価モデル、評価方法、評価パラメータ等の変更を対象

（２）システム設計，構造設計，配置設計
・（１）類型分類で示した類型分類単位で設備等のシステム設計，構造設計，配置設計の説明を行う。
・各条文の基本設計方針等の設計方針をシステム・構造・配置設計、評価の設計項目ごとに分類し、対象となる設備を踏まえて設計説明項目の分類を行う。
・設計説明項目ごとに、具体的な構造設計等が、基本設計方針等の設計方針を踏まえたものであることを示す。（構造設計等が類似の設備については、代表設備
により構造設計等を示す）
・なお、上記の整理において、設計方針等に不足がある場合には、追加等を行い、各条00資料に反映する。
⇒全ての基本設計方針を対象にして設計として説明すべき事項の分類を行うこと、全ての基本設計方針に対象となる設備を網羅的に紐づけることで、構造設計等と
して説明すべき事項を抜けなく展開。

2



【共通１２ 構成】
本文
添付１ 再処理施設（表紙）
添付２ ＭＯＸ燃料加工施設（表紙）

添付２資料１（１）各条文の類型分類の整理結果
添付２資料１（２）申請対象設備リスト (Ａ,Ｂ-１・・・の分類，各設備の主条文明示，既認可からの変更内容）

添付２資料２ 各条文の基本設計方針，類型分類及び設計説明分類の紐付整理
添付２資料３（１）システム設計 (表紙)

（１）－１ 換気設備のシステム設計 (表紙)
①詳細設計展開表 （添付2別添2の分類に対して詳細な構造設計等を記載した表）

②詳細説明図
③既認可からの変更点

（１）－２ 液体の放射性物質を取り扱う設備のシステム設計
・・・・・・・

添付２資料３（２）構造設計 (表紙)
（２）－１ グローブボックスの構造設計 (表紙)

・・・・・・・
添付２資料３（３）配置設計(表紙)

・・・・・・・

本文
2.に
係る
内容

本文
3.に
係る
内容

①の既認可変更
点の欄で既認可
変更内容も記載、
評価方法見直し
は個別補足資料
名と併せて記載。

(個別補足説明資料)
個別補足説明資料で構造設
計等を詳細説明する場合は，
①で個別補足説明資料と紐
付し，②で概要がわかる程
度の図，記載を行い，個別
補足説明資料に飛ばす。

（各条00別紙２ベースの基本設計
方針から設備分類をまとめた表）

別添に相当

別紙2に相当

別紙3に相当

別紙1に相当

前回共通12R7
(3/24)の対応資料

追而内容

別紙2に相当
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＜分類の考え方＞
〇全体
・非密封のMOX粉末及びペレットを取り扱う設備，密封
線源となる混合酸化物貯蔵容器，液体状の放射性物
質を取り扱う設備を識別して計上する。
・新規制基準にて明確化されたMOX粉末を取り扱う装置
（落下，転倒防止に係る装置）について，明確になる
よう計上する。
〇２項変更について
・「第十条 閉じ込めの機能」では，新規制基準において
追加要求はなく，既認可設備は条件変更，追加はない
ためB-4で計上する。
ただし，新規制基準にて明確化されたMOX粉末を取り
扱う装置については，設計条件の追加としてB-2で計上
する。

「第十条 閉じ込めの機能」
分類 対象 数量

A

グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む） 91
グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備（焼結・乾燥装置） －
換気設備（換気設備に設置する火災防護設備のダンパ含む） 623

警報設備等（負圧異常） －
MOX粉末を取り扱う装置（落下防止等に係る装置） 2
液体の放射性物質を取り扱う設備(低レベル廃液処理設備，分析済液処理設備） 65
警報設備等（漏えい検知） 17
施設外漏えい防止堰 11
ウラン粉末缶 1

B

B-1 （対象なし）
B-2 MOX粉末を取り扱う装置（落下防止等に係る装置） 24
B-3 （対象なし）

B-4

グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む） 60
グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備（焼結・乾燥装置） 2
混合酸化物貯蔵容器 －
貯蔵容器搬送用洞道 1

資料１（１） 各条文の類型分類結果

資料１（２）申請対象設備リスト
• 申請対象設備リストの各条文の列にA, B-1, B-2, B-3, B-4の分類を記載するとともに、資料１（１）の類型分類とを紐づける。
• 設備毎に，既認可からの変更内容がある場合は，変更内容を記載する。変更内容は構造変更だけでなく，評価（評価内容，評価方法，評価パラメータ）
の変更点がある場合は変更事項について記載する。

基本設計方針等の設計方針への適合
性を説明する観点での分類
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資料３
• 設計説明分類ごとに，「① 詳細設計展開表」、「② 詳細説明図」、「③ 既認可からの変更点」を整理。

資料の階層
設計分類 設計説明分類 資料３ 資料

（１）システム設計
（表紙） （１）－１

換気設備のシステム設計（表紙） ①詳細設計展開表
②詳細説明図
③既認可からの変更点

（１）－１
液体の放射性物質を取り扱う設備のシステ
ム設計（表紙） ①詳細設計展開表

②詳細説明図
③既認可からの変更点
・・・・

（２）構造設計
（表紙） （２）－１

グローブボックスの構造設計（表紙） ①詳細設計展開表
②詳細説明図
③既認可からの変更点
・・・・

（３）配置設計
（表紙） （３）－１

単一ユニット間距離の確保の配置設計
（表紙） ①詳細設計展開表

②詳細説明図
③既認可からの変更点
・・・・

③既認可からの変更点
当該，設計分類で既認可から変更がある
場合，図で変更箇所を示す資料。
既認可からの変更がなければ， (1)-1の
表紙のあとの目次において「対象なし」と記
載して添付を省略する。

②「①詳細設計展開表」で記載した
構造設計方針等について構造図等
で該当する箇所を説明した書類。

資料2の設計説明分類ごと、基本設計
方針ごとに展開先の添付書類の内容を
記載し，これら記載をもとに具体的な適
合するための設計結果を記載した書類。
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資料３ ① 詳細設計展開表 (2/2)

添付書類 詳細設計方針 • 基本設計方針を受けて，添付書類として展開される内容を記載する。（資料２で基本設計方針の添付書類の展開先の項目が記載されているた
めこれを参考とする。）

システム設計，構造設計，
配置設計

• 基本設計方針，添付書類の記載を踏まえて，具体的にどういうシステム、構造、配置とすることで適合説明するかを記載。
• 個別補足説明資料で詳細を説明する場合は、個別補足説明資料の名称等と記載することで紐づけ。

既認可からの変更点 • 設計分類が「システム設計（又は構造設計，配置設計）」の場合は，設計方針を受けて既認可から構造等の変更があれば記載。
• 設計分類が「評価」の場合は，設計方針（評価方針）を受けて，既認可から評価内容，評価方法，評価パラメータについて変更があれば記載。
• 個別補足説明資料で既認可からの変更点について詳細を説明する場合は、個別補足説明資料の名称を記載することで紐づけ。

他条文要求との関係 • 当該条文の安全機能を踏まえた構造設計等が他条文の構造設計等に関係する場合に，基本設計方針番号により紐付。
資料番号 • 詳細説明図で当該設計を説明している資料番号と紐付。評価については，当該評価を説明する添付書類番号，名称を記載。

• 資料３の各項目（前スライド「資料3で設計方針を踏まえた構造設計等の説明として整理」の各項目）について，記載方針を以下に示す。
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添付２ 

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設
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添付２ 

資料１（１） 各条文の類型分類の整理結果 
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分類対象 数量

A

Sクラス Sクラス（うちクラス変更） 356
（42）

Bクラス

波及的影響を考慮する設備(耐震クラス:B-2) 4
単一ユニット間距離を確保する設備
(耐震クラス:B-3) 220

経路維持する設備（耐震クラス:B-4) 5
耐震クラス:B-2~B-4を除くBクラス※1 297

Cクラス

波及的影響を考慮する設備(耐震クラス:C-1) 3
火災防護を考慮する設備(耐震クラス:C-2) 4
溢水防護を考慮する設備(耐震クラス:C-2) －
地下水排水設備(耐震クラス:C-3) －
耐震クラス:C-1～C-3を除くCクラス 216

＜注記＞ ※1 共振を考慮するBクラスを含む

分類 対象 数量

B

B-1

Sクラス

Sクラス（うちクラス変更） 27
（8）

構造変更 27
モデル変更 －
変更なし －

Bクラス

波及的影響を考慮する設備
(耐震クラス:B-2) 47

構造変更 －
モデル変更 8
変更なし 39

単一ユニット間距離を確保する設備
(耐震クラス:B-3) 3

構造変更 －
モデル変更 －
変更なし 3

経路維持する設備(耐震クラス:B-4) －

Cクラス

波及的影響を考慮する設備
(耐震クラス:C-1) 1

構造変更 －
モデル変更 －
変更なし 1

火災防護を考慮する設備
(耐震クラス:C-2) －

溢水防護を考慮する設備
(耐震クラス:C-2) －

地下水排水設備（燃料加工建屋）
(耐震クラス:C-3) －

B-2 （対象なし）
B-3 （対象なし）

B-4 Bクラス 耐震クラス:B-2~B-4を除くBクラス※1 57
Cクラス 耐震クラス:C-1～C-3を除くCクラス 6

＜分類の考え方＞
〇全体
・耐震クラスごとに分類し，設備を計上する。
・火災，溢水，臨界，閉じ込めの条文から基準地震動Ssによる地震力で機
能維持が要求される機器が識別できるよう，機器数を計上する。
・「耐震クラス:B-2」と「耐震クラス: B-3」を兼用する場合は，耐震計算に添付
する「耐震クラス: B-2」に集約する。
・耐震クラスが設定されない可搬設備の容器等は計上の対象外とする
・主配管（1式の設備）が部分的にS，B，Cクラスに分かれるものは，上位ク
ラスにまとめて計上する。
〇2項変更について
・「第五条 安全機能を有する施設の地盤」及び「第六条 地震による損傷の
防止」では，新規制基準を踏まえた耐震クラスの見直し，基準地震動Ssの
見直しに係る既認可設備を，条件変更としてB-1で計上する。
・構造変更，モデル変更，変更なしを踏まえて整理する。

「第五条 安全機能を有する施設の地盤」、「第六条 地震による損傷の防止」
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＜分類の考え方＞

〇全体
・非密封のMOX粉末及びペレットを取り扱う設備，密封
線源となる混合酸化物貯蔵容器，液体状の放射性
物質を取り扱う設備を識別して計上する。
・新規制基準にて明確化されたMOX粉末を取り扱う装
置（落下，転倒防止に係る装置）について，明確に
なるよう計上する。
〇２項変更について
・「第十条 閉じ込めの機能」では，新規制基準において
追加要求はなく，既認可設備は条件変更，追加はな
いためB-4で計上する。
ただし，新規制基準にて明確化されたMOX粉末を取り
扱う装置については，設計条件の追加としてB-2で計
上する。

「第十条 閉じ込めの機能」
分類 対象 数量

A

グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む） 91
グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備（焼
結・乾燥装置） －

換気設備（換気設備に設置する火災防護設備のダンパ含
む） 623

警報設備等（負圧異常） －
MOX粉末を取り扱う装置（落下防止等に係る装置） 2
液体の放射性物質を取り扱う設備(低レベル廃液処理設
備，分析済液処理設備） 65

警報設備等（漏えい検知） 17
施設外漏えい防止堰 11
ウラン粉末缶 1

B

B-1 （対象なし）
B-2 MOX粉末を取り扱う装置（落下防止等に係る装置） 24
B-3 （対象なし）

B-4

グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む） 60
グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備（焼
結・乾燥装置） 2

混合酸化物貯蔵容器 －
貯蔵容器搬送用洞道 1
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分類 対象 数量

A

崩壊熱除去に係る換気設備
（グローブボックス排気設備及び建屋排気設備） 7

貯蔵能力に係る貯蔵設備
（原料MOX粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，粉
末一時保管設備，燃料棒貯蔵設備，燃料集合体貯蔵
設備，ウラン貯蔵エリア，燃料棒受入一時保管エリア，燃
料集合体輸送容器一時保管エリア，ウラン輸送容器一時
保管エリア）

1037

B

B-1 （対象なし）

B-2 （対象なし）

B-3 （対象なし）

B-4
貯蔵能力に係る貯蔵設備
（貯蔵容器一時保管設備，粉末一時保管設備，ペレッ
ト一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵
設備，燃料棒貯蔵設備）

3622

＜分類の考え方＞

〇全体
・崩壊熱除去に係る換気設備，貯蔵能力に係る貯蔵
設備が識別できるよう計上する。
〇2項変更について
・ 「第十七条 核燃料物質の貯蔵施設」では，新規制
基準において追加要求はなく，既認可設備は条件変
更，追加はないためB-4で計上する。
なお，崩壊熱除去に係る換気設備に既認可設備はな
く，全て新規申請設備となる。

「第十七条 核燃料物質の貯蔵施設」
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分類 対象 数量

A

気体廃棄物の廃棄設備
（グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排
気設備, 窒素循環設備及び排気筒）

627

液体廃棄物の廃棄設備（低レベル廃液処理設備, 海洋
放出管理系，廃油保管エリア） オープンポートボックスも含
む

30

固体廃棄物の廃棄設備(廃棄物保管エリア及び第２低レ
ベル廃棄物貯蔵系) －

B

B-1 （対象なし）

B-2 （対象なし）

B-3 （対象なし）

B-4 海洋放出管理系（燃料加工建屋の排水口から再処理施
設との取合点までの範囲） －

＜分類の考え方＞

〇全体
・気体廃棄物の廃棄設備，液体廃棄物の廃棄設備，
固体廃棄物の廃棄設備が識別できるよう計上する。
〇2項変更について
・ 「第二十条 廃棄施設」では，新規制基準において追
加要求はなく，既認可設備は条件変更，追加はない
ためB-4で計上する。

「第二十条 廃棄施設」
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分類 対象 数量

A

〇換気設備（グローブボックス排気設備，工程室排気設
備，建屋排気設備，窒素循環設備及び給気設備，火
災防護設備のピストンダンパ，避圧エリア形成用自動閉
止ダンパ，延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）
及び防火ダンパ）

630

B

B-1 （対象なし）

B-2 （対象なし）

B-3 （対象なし）

B-4 （対象なし）

＜分類の考え方＞

〇全体
・換気設備に係る設備を計上する。
〇2項変更
・「第二十三条 換気設備」では，新規制基準において
追加要求はないが，対象となる設備に既認可設備は
なく，全て新規申請設備となる。

「第二十三条 換気設備」
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添付２ 

資料１（２） 申請対象設備リスト 

（各条文の類型分類整理） 
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申請対象設備リスト
（各条文の類型分類整理）

資料1(2)

番号 機器 数量 機種 設置場所
申請時期

及び
申請回次

変更区分

既認可から
変更なし

（右3列に分類
する変更がい
ずれもないも

のは〇）

耐震モデルの
見直し（構造
変更伴わない

もの）

既認可から
の構造変更を
伴わない耐震
モデルを変更
しているもの

は〇）

耐震モデルの
見直し（構造
変更伴うも

の）

（既認可から
の構造変更を
伴う耐震モデ
ルを変更して
いるものは

〇）

新規制に伴う
設計変更

（新規制基準
への適合のた
め既認可から
申請書内容が
変更となる設
計変更がある
ものは〇）

その他の設計
変更

既認可から
の申請書内容
の変更のうち
左2列に含まれ
ない変更があ
るものは〇）

既認可からの主な変更内容 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計
兼用

（主従）
共用

（主従）
備考

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条
第
１
項

（

注
1
）

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条
第
１
項

（

注
2
）

第
八
条

竜
巻

第
八
条

外
部
火
災

第
八
条

火
山

第
八
条

航
空
機
落
下

第
八
条

そ
の
他

第
九
条
第
１
項

第
十
条
第
１
項
第
一
号

第
十
条
第
１
項
第
二
号

第
十
条
第
１
項
第
三
号

第
十
条
第
１
項
第
四
号

第
十
条
第
１
項
第
五
号

第
十
条
第
１
項
第
六
号

第
十
条
第
１
項
第
七
号

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
一
条
 
火
災
防
護
対
象
設

備
，
火
災
防
護
審
査
基
準
以
外

の
法
令
に
基
づ
き
設
計
す
る
防

護
対
象
設
備

6
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第3
室出入口） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

7
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第3
室と液体廃棄物処理第2室境界） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

8
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第1
室出入口） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

9
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第1
室と液体廃棄物処理第2室境界） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

10
施設外漏えい防止堰 放管試料前処理室出
入口） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

11
施設外漏えい防止堰 放管試料前処理室と
放射能測定室前室境界） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

12
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室出入
口） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

13
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室と輸
送容器検査室境界） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

14
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室とダ
クト点検室境界） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

15
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室と南
第 附室上境界） 

1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

16 施設外漏えい防止堰 分析第3室内）  1
加工設備
本体

成形施設
燃料加工建
屋

― ― ― ―
建物・構築物
（施設外漏えい防止堰）

燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― A-⑧ ― ― ― ― ― ― ― A-⑧

17 貯蔵容器搬送用洞道 ―
加工設備
本体

成形施設
貯蔵容器搬
送用洞道

― ― ― ― 建屋・洞道 ― 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B/― ―
再処理
MOX主）

― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― B-4-⑩ ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑧

18 洞道遮蔽 貯蔵容器搬送用洞道） ―
加工設備
本体

成形施設
貯蔵容器搬
送用洞道

― ― ― ― 遮蔽設備 貯蔵容器搬送用洞道 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

242 スタック編成設備グローブボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック編
成設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

243 波板トレイ取出装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック編
成設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

244 スタック編成装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック編
成設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

245 スタック収容装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック編
成設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

246 空乾燥ボート取扱装置グローブボックス 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック編
成設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

247 空乾燥ボート取扱装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック編
成設備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

248 乾燥ボート供給装置グローブボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック乾
燥設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

249 乾燥ボート供給装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック乾
燥設備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

250 スタック乾燥装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック乾
燥設備

― ― ―
機械装置（焼結・乾燥装
置）

燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

251 乾燥ボート取出装置グローブボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック乾
燥設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

252 乾燥ボート取出装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

スタック乾
燥設備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

253 被覆管乾燥装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― ― 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

254 被覆管供給装置オープンポートボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― A-① ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

255 被覆管供給装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― ― 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

256 スタック供給装置グローブボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

257 スタック供給装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① ― ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

258
部材供給装置 部材供給部)オープンポート
ボックス

2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― A-① ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

259 部材供給装置 部材供給部) 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― ― 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

260
部材供給装置 部材搬送部)オープンポート
ボックス

2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― A-① ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

261 部材供給装置 部材搬送部) 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― ― 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

262
挿入溶接装置 被覆管取扱部)グローブボッ
クス

2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

263
挿入溶接装置(スタック取扱部)グローブ
ボックス

2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

264
挿入溶接装置 燃料棒溶接部)グローブボッ
クス

2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

265 挿入溶接装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① ― ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑨

266 除染装置グローブボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

267 除染装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① ― ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

268 汚染検査装置オープンポートボックス 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― A-① ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

269 汚染検査装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

挿入溶接設
備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① ― ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

270 ヘリウムリーク検査装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒検査
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

271 X線検査装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒検査
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

272 ロッドスキャニング装置 2
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒検査
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

273 外観寸法検査装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒検査
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

274 燃料棒移載装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒検査
設備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ―
非安重

※
― B B-1/― ― ―

※ゲートは
安重 B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-2-② B-2-② B-2-② ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑦

275 燃料棒立会検査装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒検査
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設
非安重

※
― B-1/― ― ―

※ゲートは
安重 A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-② A-② A-② ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑦

276 貯蔵マガジン 72
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒収容
設備

― ― ― 運搬・製品容器 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― ―/― ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

277 燃料棒収容装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒収容
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

278 燃料棒供給装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒収容
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ―
非安重

※
― B B-1/― ― ―

※ゲートは
安重 B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-2-② B-2-② B-2-② ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑦

279 貯蔵マガジン移載装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒収容
設備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B B-1/― ― ― ― B-4-① B-4-① ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

280 燃料棒搬入オープンポートボックス 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒解体
設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― A-① ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

281 燃料棒解体装置グローブボックス 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒解体
設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

282 燃料棒解体装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒解体
設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① ― ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑨

283
溶接試料前処理装置オープンポートボック
ス

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒解体
設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― A-① ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

284 溶接試料前処理装置グローブボックス 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒解体
設備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― A-① ― ― ― ― ― ― A-⑤ ― ― ― ― A-⑧

285 溶接試料前処理装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒解体
設備

― ― ― ― 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― C/― ― ― ― ― ― ― ― A-⑩ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

286
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-1

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

287
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-2

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

288
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-3

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

289
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-4

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

290
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-5

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

291
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-6

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

292
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-7

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

293
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-8

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

294
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-9

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

295
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-10

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

296
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-11

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

297
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-12

1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

298 ペレット保管容器搬送装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

299 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-1 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

300 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-2 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

301 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-3 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

302 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-4 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

303 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-5 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

304 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-6 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

305 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-7 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

306 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-8 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

307 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-9 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

308 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-10 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

309 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-11 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

310 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-12 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

311 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-13 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

312 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-14 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 核物質等取扱ボックス 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― ―
〇

火災）
―

・気密パネル材料のアクリルからポリカーボネートへの変
更

非安重 ― B-1/― ― ― ― ― ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― B-4-① ― ― ― ― ― ― B-2-⑤ ― ― ― ― B-2-⑧

313 乾燥ボート搬送装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 〇 ― ― ― ― ― 非安重 ― B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

314 燃料棒搬送装置 1
加工設備
本体

被覆施設
燃料棒加工
工程

燃料棒加工
工程搬送設
備

― ― ― 搬送設備 燃料加工建屋 2-1 新設 ― ― 〇
〇

耐震）
― 基礎ボルトの材質を変更SS400→SCM435 非安重 ― B B-1/― ― ― ― B-4-① ― ― ― B-4-⑤ ― ― ― B-4-④ B-4-④ B-4-④ ― B-4-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― B-2-⑨

315 マガジン編成装置 1
加工設備
本体

組立施設
燃料集合体
組立工程

燃料集合体
組立設備

― ― ― 機械装置 燃料加工建屋 2-2 新設 非安重 ― B-1/― ― ― ― A-① A-① ― ― A-⑤ ― ― ― A-④ A-④ A-④ ― A-② ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― A-⑨

施設区分 設備区分
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申請対象設備リスト
（各条文の類型分類整理）

資料1(2)

番号 機器 数量

6
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第3
室出入口） 

1

7
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第3
室と液体廃棄物処理第2室境界） 

1

8
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第1
室出入口） 

1

9
施設外漏えい防止堰 液体廃棄物処理第1
室と液体廃棄物処理第2室境界） 

1

10
施設外漏えい防止堰 放管試料前処理室出
入口） 

1

11
施設外漏えい防止堰 放管試料前処理室と
放射能測定室前室境界） 

1

12
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室出入
口） 

1

13
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室と輸
送容器検査室境界） 

1

14
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室とダ
クト点検室境界） 

1

15
施設外漏えい防止堰 輸送容器保管室と南
第 附室上境界） 

1

16 施設外漏えい防止堰 分析第3室内）  1

17 貯蔵容器搬送用洞道 ―

18 洞道遮蔽 貯蔵容器搬送用洞道） ―

242 スタック編成設備グローブボックス 2

243 波板トレイ取出装置 2

244 スタック編成装置 2

245 スタック収容装置 2

246 空乾燥ボート取扱装置グローブボックス 1

247 空乾燥ボート取扱装置 1

248 乾燥ボート供給装置グローブボックス 2

249 乾燥ボート供給装置 2

250 スタック乾燥装置 2

251 乾燥ボート取出装置グローブボックス 2

252 乾燥ボート取出装置 2

253 被覆管乾燥装置 2

254 被覆管供給装置オープンポートボックス 2

255 被覆管供給装置 2

256 スタック供給装置グローブボックス 2

257 スタック供給装置 2

258
部材供給装置 部材供給部)オープンポート
ボックス

2

259 部材供給装置 部材供給部) 2

260
部材供給装置 部材搬送部)オープンポート
ボックス

2

261 部材供給装置 部材搬送部) 2

262
挿入溶接装置 被覆管取扱部)グローブボッ
クス

2

263
挿入溶接装置(スタック取扱部)グローブ
ボックス

2

264
挿入溶接装置 燃料棒溶接部)グローブボッ
クス

2

265 挿入溶接装置 2

266 除染装置グローブボックス 2

267 除染装置 2

268 汚染検査装置オープンポートボックス 2

269 汚染検査装置 2

270 ヘリウムリーク検査装置 1

271 X線検査装置 1

272 ロッドスキャニング装置 2

273 外観寸法検査装置 1

274 燃料棒移載装置 1

275 燃料棒立会検査装置 1

276 貯蔵マガジン 72

277 燃料棒収容装置 1

278 燃料棒供給装置 1

279 貯蔵マガジン移載装置 1

280 燃料棒搬入オープンポートボックス 1

281 燃料棒解体装置グローブボックス 1

282 燃料棒解体装置 1

283
溶接試料前処理装置オープンポートボック
ス

1

284 溶接試料前処理装置グローブボックス 1

285 溶接試料前処理装置 1

286
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-1

1

287
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-2

1

288
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-3

1

289
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-4

1

290
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-5

1

291
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-6

1

292
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-7

1

293
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-8

1

294
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-9

1

295
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-10

1

296
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-11

1

297
ペレット保管容器搬送装置グローブボック
ス-12

1

298 ペレット保管容器搬送装置 1

299 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-1 1

300 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-2 1

301 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-3 1

302 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-4 1

303 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-5 1

304 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-6 1

305 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-7 1

306 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-8 1

307 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-9 1

308 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-10 1

309 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-11 1

310 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-12 1

311 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-13 1

312 乾燥ボート搬送装置グローブボックス-14 1

313 乾燥ボート搬送装置 1

314 燃料棒搬送装置 1

315 マガジン編成装置 1
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 資料1(2)

凡例：

申請時期及び申請回次

第1回申請（2項変更）

第2回申請（2項変更）

第2回申請（1項新規）

第3回申請（2項変更）

第3回申請（1項新規）

第4回申請（2項変更）

第4回申請（1項新規）

変更区分

  既存の建物・構築物又は設備・機器で改造に該当しないもの。

建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するもの。

構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。

既存の建物・構築物又は設備・機器の仕様又は構造を変更するもの等

建物・構築物又は設備・機器を撤去するもの。

ＤＢ区分

技術基準規則第一条第2項第八号の定義に該当するもの。

安重以外のもの。

ＳＡ区分

技術基準規則第三十条第2項に該当するもの。（建物・構築物については，常設SA設備を収納する建屋も「常設」とする）

技術基準規則第三十条第3項に該当するもの。

耐震設計（ＤＢ）

耐震重要度分類におけるＳクラス施設

耐震重要度分類におけるＢクラス施設

耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる
設計とするもの

耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの

耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製
品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネルは，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して過大な変形等が生じないよう設計するもの

耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路については，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して耐震性が確保される
設計のもの

耐震重要度分類におけるＣクラス施設

耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの

耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水を防護する機能を保持できる設計とするも
の

耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して地下水の排水機能を保持できる設計とするもの

上記以外（当該施設において安全機能を有する施設として使用しないものを含む）

耐震設計（ＳＡ）

重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して必要な機能が損なわれるおそれがないもの
・事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際
に機能維持できる設計とした設備
・地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備

代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計するもの
[（）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備及びその耐震重要度分類（耐震設計（DB）の区分を記載する）]

上記以外

4-1

Ｂ

4-2

既設

新設

増設

改造

撤去

安重

非安重

常設

可搬

Ｓ

1

2-1

2-2

3-1

3-2

―

Ｂ－１

Ｂ－２

Ｂ－３

Ｂ－４

Ｃ

Ｃ－１

Ｃ－２

Ｃ－３

―

1.2Ｓｓ

Ｓ，Ｂ，Ｃ
(Ｓ)，(Ｂ)，(Ｃ）等
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 資料1(2)

凡例： 分類（A，B-1～4）及び各条の類型番号（丸数字）を組み合わせて記載（A-①，B-2-③等）

分類と対象

対象

１項新規申請となるもの

２項変更申請となるもの

B-1 新規制基準を受けて条件の変更がある設備

B-2 新規制基準を受けて条件が追加されたもの

B-3 新たに申請対象となったもの（MOX燃料加工施設は建設中の施設であり，既設の設備はないため，対象外）

B-4 既設工認から変更がないもの

第四条 核燃料物質の臨界防止

類型番号

①

②

③

④

第五条 安全機能を有する施設の地盤、第六条 地震による損傷の防止

類型番号

①

② 波及的影響を考慮する設備(耐震クラス:B-2)

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

第八条 外部衝撃による損傷の防止：竜巻

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

第八条 外部衝撃による損傷の防止：外部火災

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

分類

A

B

類型分類

単一ユニットを設定する設備, 単一ユニット間で核燃料物質を運搬する設備

誤搬入防止機構及び誤投入防止機構に係る計量設備

複数ユニットを設定する設備（貯蔵設備，貯蔵する容器）

臨界検知用ガスモニタ

類型分類

溢水防護を考慮する設備(耐震クラス:C-2)

地下水排水設備(耐震クラス:C-3)

耐震クラス:C-1～C-3を除くCクラス

類型分類

竜巻防護対象施設（評価対象（建屋，換気空調設備を含む。））

竜巻防護対象施設（評価対象以外）

Sクラス施設 

単一ユニット間距離を確保する設備(耐震クラス:B-3)

経路維持する設備（耐震クラス:B-4)

耐震クラス:B-2~B-4を除くBクラス

波及的影響を考慮する設備(耐震クラス:C-1)

火災防護を考慮する設備(耐震クラス:C-2)

上記以外の重大事故等対処設備

類型分類

外部火災防護対象施設（評価対象（建屋，換気空調設備含む））

外部火災防護対象施設（評価対象以外）

DBで考慮する波及的影響を及ぼし得る施設

上記以外の安全機能を有する施設

DBで考慮する波及的影響を及ぼし得る施設

上記以外の安全機能を有する施設

防護対象となる重大事故等対処設備（評価対象（建屋，換気空調設備含む））

防護対象となる重大事故等対処設備（評価対象以外）

屋外に保管し固縛する重大事故等対処設備

SAで考慮する波及的影響を及ぼし得る施設（排気筒）

防護対象となる重大事故等対処設備（（評価対象（建屋，換気空調設備含む）)

防護対象となる重大事故等対処設備（評価対象以外）

SAで考慮する波及的影響を及ぼし得る施設

上記以外の重大事故等対処設備
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 資料1(2)

凡例： 分類（A，B-1～4）及び各条の類型番号（丸数字）を組み合わせて記載（A-①，B-2-③等）

第八条 外部衝撃による損傷の防止：火山

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

第八条 外部衝撃による損傷の防止：その他

類型番号

①

②

第十条 閉じ込めの機能

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

第十一条 火災等による損傷の防止，第二十九条 火災等による損傷の防止

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

降下火砕物防護対象施設（評価対象以外）

DBで考慮する波及的影響を及ぼし得る施設

上記以外の安全機能を有する施設

防護対象となる重大事故等対処設備（評価対象（建屋，換気空調設備含む））

防護対象となる重大事故等対処設備（評価対象以外）

SAで考慮する波及的影響を及ぼし得る施設

類型分類

降下火砕物防護対象施設（評価対象（建屋，換気空調設備含む））

グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備（焼結・乾燥装置）

換気設備（換気設備に設置する火災防護設備のダンパ含む）

警報設備等（負圧異常）

MOX粉末を取り扱う装置（落下防止等に係る装置）

液体の放射性物質を取り扱う設備(低レベル廃液処理設備，分析済液処理設備）

警報設備等（漏えい検知）

上記以外の重大事故等対処設備

類型分類

DBのその他外部衝撃の影響を考慮する施設

上記以外の安全機能を有する施設

類型分類

グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む）

火災防護設計に係る設備（換気設備 （火災及び爆発の発生防止に係る空調用設備も含む））

火災防護設計に係る設備（熱的制限値に係る装置（過加熱防止回路，加熱停止回路））

火災防護設計に係る設備（耐熱性を有する焼結炉等その他適切な防護措置）

火災防護設計に係る設備（火災区域構造物及び火災区画構造物）

DB火災防護対象設備（安全上重要な施設）

DB火災防護対象設備（放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物,系統及び機器（安重除く））

施設外漏えい防止堰

ウラン粉末缶，混合酸化物貯蔵容器

貯蔵容器搬送用洞道

類型分類

火災防護設計に係る設備（火災防護設備（発生防止，感知，消火，影響軽減設備））

火災防護設計に係る設備（水素を取り扱う設備 ）

火災防護審査基準以外の法令に基づき設計する防護対象設備（安全機能を有する施設）

SA火災防護対象設備（常設重大事故等対処設備（外的要因で使用する設備)）

火災防護審査基準以外の法令に基づき設計する防護対象設備（常設重大事故等対処設備(内的要因で使用する設備））

火災防護審査基準以外の法令に基づき設計する防護対象設備（火災防護計画による防護対象設備（重大事故等対処設備(可搬型）））
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 資料1(2)

凡例： 分類（A，B-1～4）及び各条の類型番号（丸数字）を組み合わせて記載（A-①，B-2-③等）

第十二条 加工施設内における溢水による損傷の防止

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

第十四条 安全機能を有する施設

類型番号

①

②

③

④

第十五条 材料及び構造、第三十一条 材料及び構造

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

第十六条 搬送設備

類型番号

①

第十七条 核燃料物質の貯蔵施設

類型番号

①

②

第十八条 警報設備等

類型番号

①

②

③

DB溢水防護対象設備（安重）（DB 評価対象）

DB溢水防護対象設備（安重）（DB 評価対象以外）

上記以外の安全機能を有する施設

溢水から防護する重大事故等対処設備（SA 評価対象）

溢水から防護する重大事故等対処設備（SA 評価対象以外）

上記以外の重大事故等対処設備

類型分類

溢水防護設備（堰、遮断弁）

内部発生飛散物の発生を防止する設備（内部発生飛散物の発生要因となり得る設備）

類型分類

安全上重要な施設の管・容器，加工第1種機器から加工第3種機器の管・容器

安全上重要な容器等に接続する主要弁

安全上重要な施設の管のダクト

他規格との比較により評価を実施する機器（ボンベ（高圧ガス保安法））

区画を設定する建屋

溢水源として設定しない設備（損傷しない設計とするもの）

類型分類

安全機能を有する施設

安全上重要な施設

他の施設と共用する設備

類型分類

崩壊熱除去に係る換気設備 （グローブボックス排気設備及び建屋排気設備）

貯蔵能力に係る貯蔵設備

類型分類

警報設備

自動回路

他規格との比較により評価を実施する機器（内燃機関，ガスタービン(発電用火力基準規則)）

重大事故等対処設備の管及び容器

可搬型重大事故等対処設備のうち完成品

重大事故等対処設備の管及び容器に接続する主要弁

類型分類

成形施設，被覆施設，組立施設，核燃料物質の貯蔵施設及びその他加工設備の附属施設(小規模試験設備)の内，MOX粉末及びペレットを収納する容器，燃料棒及び燃料集合体等の
核燃料物質を搬送する設備

その他警報設備
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 資料1(2)

凡例： 分類（A，B-1～4）及び各条の類型番号（丸数字）を組み合わせて記載（A-①，B-2-③等）

第二十条 廃棄施設

類型番号

①

②

③

第二十二条 遮蔽

類型番号

①

②

③

④

第二十三条 換気設備

類型番号

①

第二十六条 重大事故等対処施設の地盤, 第二十七条 地震による損傷の防止

類型番号

①

②

③

第三十条 重大事故等対処設

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

第三十条 重大事故等対処設（地震を要因とする重大事故等に対する施設）

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

建屋壁遮蔽

遮蔽扉

遮蔽蓋

グローブボックス遮蔽，補助遮蔽

類型分類

換気設備

類型分類

気体廃棄物の廃棄設備（グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備, 窒素循環設備及び排気筒）

液体廃棄物の廃棄設備（低レベル廃液処理設備, 海洋放出管理系，廃油保管エリア，オープンポートボックスも含む）

固体廃棄物の廃棄設備(廃棄物保管エリア及び第２低レベル廃棄物貯蔵系)

類型分類

外的事象で機能を期待する重大事故等対処設備（可搬）

内的事象で機能を期待する重大事故等対処設備（常設）

内的事象で機能を期待する重大事故等対処設備（可搬）

重大事故等対処設備を収納する建屋, 地下水排水設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックス

類型分類

類型分類

常設耐震重要重大事故等対処設備

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

常設耐震重要重大事故等対処設備の波及的影響を考慮する設備

類型分類

外的事象で機能を期待する重大事故等対処設備（常設）

地震を要因とする重大事故等に対する施設（起因に対し発生防止を期待する設備）

地震を要因とする重大事故等に対する施設（対処する常設重大事故等対処設備）

地震を要因とする重大事故等に対する施設（対処する可搬型重大事故等対処設備）

地震を要因とする重大事故等に対する施設（上記設備を設置又は保管する建屋）

地震を要因とする重大事故等に対する施設に波及的影響を及ぼすおそれのある設備

上記設備以外のうち，外部への放出経路の維持として基準地震動Ssの1.2倍した地震力に対し経路維持する設備
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 資料1(2)

凡例： 分類（A，B-1～4）及び各条の類型番号（丸数字）を組み合わせて記載（A-①，B-2-③等）

第三十三条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

類型番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

類型分類

重大事故の発生を仮定するグローブボックス

代替火災感知設備（外的事象で機能を期待する設備（常設））

代替火災感知設備（外的事象で機能を期待する設備（可搬））

代替火災感知設備（内的事象で機能を期待する設備（常設））

代替火災感知設備（内的事象で機能を期待する設備（可搬））

代替グローブボックス排気設備（内的事象で機能を期待する設備（常設））

代替グローブボックス排気設備（内的事象で機能を期待する設備（可搬））

工程室放射線計測設備（外的事象で機能を期待する設備（常設））

工程室放射線計測設備（外的事象で機能を期待する設備（可搬））

工程室放射線計測設備（内的事象で機能を期待する設備（常設））

工程室放射線計測設備（内的事象で機能を期待する設備（可搬））

代替グローブボックス排気設備（外的事象で機能を期待する設備（常設））

代替グローブボックス排気設備（外的事象で機能を期待する設備（可搬））

代替消火設備（外的事象で機能を期待する設備（常設））

代替消火設備（外的事象で機能を期待する設備（可搬））

外部放出抑制設備（外的事象で機能を期待する設備（常設））

外部放出抑制設備（外的事象で機能を期待する設備（可搬））

外部放出抑制設備（内的事象で機能を期待する設備（常設））

外部放出抑制設備（内的事象で機能を期待する設備（可搬））
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各条文の基本設計方針，類型分類及び設計説明分類の紐付整理
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

資料２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 類型分類 設計分類の考え方
構造設計，配置設計，システム設

計の設計説明分類

1

4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め
(1)閉じ込めに係る基本方針
安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込め
る設計とする。

冒頭宣言【10
条-2～10条-

23】
基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

〇グローブボックスと同等の閉じ
込め機能を有する設備（焼結・乾
燥装置）

配置設計 ・グローブボックス等，オープン
ポートボックス，フードの設置

取り扱う核燃料物質等の形態，取
扱量に応じてグローブボックス
等，オープンポートボックス，
フードを設置して核燃料物質を取
り扱うことを配置設計にて説明す
る。

グローブボックス等の設置場所の
配置設計

〇換気設備（換気設備に設置する
火災防護設備のダンパ含む）

システム設計 ・換気設備(グローブボックス排気
設備，窒素循環設備，火災防護設
備のダンパ)

核燃料物質によって汚染された気
体を換気設備(グローブボックス排
気設備，窒素循環設備，火災防護
設備のダンパ)の系統で取り扱うこ
とをシステム設計にて説明する。

換気設備のシステム設計

〇液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

システム設計 ・液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

・液体状の放射性物質を低レベル
廃液処理設備の系統で取り扱うこ
とをシステム設計にて説明する。
・液体状の放射性物質を分析済液
処理装置の系統で取り扱うことを
システム設計にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
のシステム設計

〇ウラン粉末缶 構造設計 ・ウラン粉末缶 ウラン粉末缶の密封構造につい
て，構造設計にて説明する。

運搬・製品容器の構造設計

・グローブボックス ・グローブボックスの負圧を維持
するための漏えいし難い構造につ
いて，構造設計にて説明する。

グローブボックスの構造設計

・オープンポートボックス ・オープンポートボックスの開口
部からの空気流入風速を確保する
ための構造について，構造設計に
て説明する。

オープンポートボックスの構造設
計

・フード ・フードの開口部からの空気流入
風速を確保するための構造につい
て，構造設計にて説明する。

フードの構造設計

〇グローブボックスと同等の閉じ
込め機能を有する設備（焼結・乾
燥装置）

構造設計 ・スタック乾燥装置 ・スタック乾燥装置の負圧を維持
するための漏えいし難い構造につ
いて，構造設計にて説明する。

グローブボックスと同等の閉じ込
め機能を有する設備の構造設計

システム設計 ・換気設備（グローブボックス排
気設備，窒素循環設備）

・グローブボックス排気設備は，
グローブボックス等の負圧維持，
オープンポートボックス及びフー
ドの開口部からの空気流入風速を
確保するための排気系統をシステ
ム設計にて説明する。
・窒素循環設備は，グローブボッ
クスの負圧を維持するための排気
系統をシステム設計にて説明す
る。

評価 ・換気風量（グローブボックスの
負圧維持等に必要な換気風量）

・グローブボックス排気設備は，
グローブボックス等の負圧維持，
オープンポートボックス及びフー
ドの開口部からの空気流入風速を
確保するために必要な風量を有し
ていることを評価にて説明する。

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

構造設計 ・グローブボックス ・グローブボックスは，グローブ
１個が破損した場合でもグローブ
ポートの開口部における空気流入
風速を確保するための構造を構造
設計にて説明する。

グローブボックスの構造設計

システム設計 ・換気設備（グローブボックス排
気設備，窒素循環設備）

・グローブボックス排気設備は，
グローブ１個が破損した場合でも
グローブポートの開口部における
空気流入風速を設定値以上に維持
するための排気系統をシステム設
計にて説明する。
・窒素循環設備は，グローブ１個
が破損した場合でもグローブポー
トの開口部における空気流入風速
を設定値以上に維持するための排
気系統をシステム設計にて説明す
る。

評価 ・換気風量（グローブ1個破損した
場合におけるグローブポートの開
口における部空気流入風速の維持
に必要な換気風量）

・グローブボックス排気設備は，
グローブボックスのグローブ１個
が破損した場合でもグローブポー
トの開口部における空気流入風速
を設定値以上に維持するために必
要な風量を有していることを評価
にて説明する。

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②
・基本方針
・グローブボックス

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率について説明する。

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

分析装置GB 等
＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率につい
て説明する。

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

構造設計 ・グローブボックス ・グローブボックスの核燃料物質
等が漏えいし難い構造を構造設計
にて説明する。

グローブボックスの構造設計

〇換気設備（換気設備に設置する
火災防護設備のダンパ含む）

換気設備のシステム設計

4

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速(0.5m/s)の維持
に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対
する空気流入風速の検査方法

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.12 換気設備

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・主要寸法

＜核物質等取扱
ボックス＞
・開口部風速

グローブボックス排気設備(グローブ
ボックス排風機，グローブボックス排
気ダクト)
窒素循環設備(窒素循環ファン，窒素
循環ダクト，窒素循環冷却機)
分析装置GB 等

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風
速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風
速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流入風
速の検査方法

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.12 換気設備

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

・基本方針
・グローブボックス排気設備(グロー
ブボックス排風機，グローブボックス
排気ダクト)
・窒素循環設備(窒素循環ファン，窒
素循環ダクト，窒素循環冷却機)
・グローブボックス

機能要求①
機能要求②
評価要求

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグローブ
ポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持する設計とす
る。

第２回申請

設計分類

―
（基本設計方針No.2～23に係る冒頭宣言のため）

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

構造設計

－

窒素循環設備
分析装置GB
低レベル廃液処理設備OPB
分析装置フード 等

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

〇

〇

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

グローブボックス排気設備(グローブ
ボックス排風機，グローブボックス排
気ダクト)
窒素循環設備(窒素循環ファン，窒素
循環ダクト，窒素循環冷却機)
分析装置GB
分析装置フード
低レベル廃液処理設備OPB 等

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・主要寸法

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ量
・開口部風速

＜焼結・乾燥装
置＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.3 スタック乾燥装置
3.5 オープンポートボックス
3.6 フード
3.12 換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の
設計方針について，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の
設計方針について，説明する。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口
部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流
入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックス等の負圧維持
に必要な換気風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流入
風速(0.5m/s)の維持に必要な換気
風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流入
風速の検査方法

〇

第1回申請と同一

【3.施設の詳細設計方針】
・申請対象設備について，各設備
の構造等の詳細設計方針として，
「加工事業変更許可申請書本文・
添付書類五及び整理資料(補足説明
資料)の記載内容をベースに展開す
る。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針

〇換気設備（換気設備に設置する
火災防護設備のダンパ含む）

換気設備のシステム設計

冒頭宣言【10
条-3～12】
設置要求

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
・各設備の構造等の詳細設計方針として，「加工
事業変更許可申請書本文・添付書類五及び整理資
料(補足説明資料)の記載内容をベースに展開す
る。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針

基本方針
設計方針(閉じ込め)

・基本方針
・機器
・系統
・グローブボックス等
・オープンポートボックス
・フード

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」
という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で取り扱う
か，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグローブボックス
又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾
燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)
で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又はオープ
ンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染のおそれ
のある物品はフードで取り扱う設計とする。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3

(2)グローブボックス等，オープンポートボックス及びフードの閉じ込め
に係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持し，
オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設備により
開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボックス排気設備(グロー
ブボックス排風機，グローブボックス
排気ダクト)
・窒素循環設備(窒素循環ファン，窒
素循環ダクト，窒素循環冷却機)
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.2 焼結炉
3.3 スタック乾燥装置
3.4 小規模焼結処理装置
3.5 オープンポートボックス
3.6 フード
3.12 換気設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針について，説明す
る。
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針につい
て，説明する。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方針につ
いて，説明する。
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流入風速(0.5m/s)
の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・グローブボックス等の負圧維持に必要な換気風
量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に
対する空気流入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気
風量
・オープンポートボックス及びフードの開口部に
対する空気流入風速の検査方法

添付書類 構成 添付書類 説明内容

2
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各条文の基本設計方針，類型分類及び設計説明分類の紐付整理
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

資料２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 類型分類 設計分類の考え方
構造設計，配置設計，システム設

計の設計説明分類

第２回申請

設計分類
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類 構成 添付書類 説明内容

構造設計 ・グローブボックス
・グローブボックス内装機器（搬
送装置，機械装置）

・MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスは，グローブボックス内で粉
末容器が落下した場合においても
内装機器及び内装機器の架台に干
渉することにより，グローブボッ
クスのパネルに直接衝突しない構
造であることを構造設計にて説明
する。
・MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスの内装機器は，粉末容器を把
持した状態で垂直方向及び水平方
向の移動時に容器が落下しても，
パネルに直接衝突しないようパネ
ルとの距離を確保する構造である
ことを構造設計にて説明する。

評価 ・容器落下の影響評価，衝突評価 ・粉末容器を把持した状態で垂直
方向及び水平方向の移動時に容器
が落下しても，直接衝突しないこ
とを評価にて説明する。
・また，間接的にパネルに衝突し
た場合のパネルへ影響を及ぼさな
いことを評価にて説明する。

7

(b)グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うクレーン等の
機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の
機器を設置しないことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響を
及ぼさない設計とする。
なお，グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止
に係る設計方針については，第1章 共通項目の「8.1安全機能を有する施
設」の「8.1.3内部発生飛散物に対する考慮」に基づくものとする。

冒頭宣言【14
条】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

・グローブボックス ・グローブボックスの内包する核
燃料物質等による腐食の対策を構
造設計にて説明する。

グローブボックスの構造設計

・オープンポートボックス ・オープンポートボックスの内包
する核燃料物質等による腐食の対
策を構造設計にて説明する。

オープンポートボックスの構造設
計

・フード ・フードの内包する核燃料物質等
による腐食の対策を構造設計にて
説明する。

フードの構造設計

〇グローブボックスと同等の閉じ
込め機能を有する設備（焼結・乾
燥装置）

構造設計 ・スタック乾燥装置 ・スタック乾燥装置の内包する核
燃料物質等による腐食の対策を構
造設計にて説明する。

グローブボックスと同等の閉じ込
め機能を有する設備の構造設計

・ダクト グローブボックス排気フィルタユ
ニットの内包する核燃料物質等に
よる腐食の対策を構造設計にて説
明する。

換気設備(配管／ダクト)の構造設
計

・フィルタ グローブボックス排気フィルタユ
ニットの内包する核燃料物質等に
よる腐食の対策を構造設計にて説
明する。

換気設備(フィルタ)の構造設計

・ファン ・窒素循環ファンの内包する核燃
料物質等による腐食の対策を構造
設計にて説明する。
・グローブボックス排風機の内包
する核燃料物質等による腐食の対

換気設備(ファン)の構造設計

・ダンパ グローブボックス排気フィルタユ
ニットより上流に設置するダンパ
の内包する核燃料物質等による腐
食の対策を構造設計にて説明す
る。

換気設備(ダンパ)の構造設計

・機械装置 窒素循環冷却機の内包する核燃料
物質等による腐食の対策を構造設
計にて説明する。

換気設備(機械装置)の構造設計

・容器 放射性物質を含む液体を内包する
容器について，内包する核燃料物
質等による腐食の対策を構造設計
にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
(容器)の構造設計

・ポンプ 放射性物質を含む液体を内包する
ポンプについて，内包する核燃料
物質等による腐食の対策を構造設
計にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
(ポンプ)の構造設計

・ろ過装置 放射性物質を含む液体を内包する
ろ過装置について，内包する核燃
料物質等による腐食の対策を構造
設計にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
(ろ過装置)の構造設計

・配管 放射性物質を含む液体を内包する
配管について，内包する核燃料物
質等による腐食の対策を構造設計
にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
(配管)の構造設計

9

(b)液体廃棄物を内包する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で接
続する構造により核燃料物質等が漏えいし難い設計とする。

機能要求①
・基本方針
・低レベル廃液処理設備
・分析済液処理装置

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・低レベル廃液処理設備の構造を説明する。
【分析設備】
・分析済液処理装置の構造を説明する。

〇 －
低レベル廃液処理設備
分析済液処理装置

－

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・低レベル廃液処理設備の構造を
説明する。
【分析設備】
・分析済液処理装置の構造を説明
する。

〇液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

システム設計 ・液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

・放射性物質を含む液体を内包す
る系統及び機器の液体廃棄物が漏
えいし難い系統について，システ
ム設計にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
のシステム設計

〇液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

システム設計 ・液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

・核燃料物質等を含まない流体を
取り扱う設備への核燃料物質等の
逆流により核燃料物質等を拡散し
ない系統について，システム設計
にて説明する。

液体の放射性物質を取り扱う設備
のシステム設計

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・逆流防止対策について説明す
る。
【3.10分析設備】
・逆流防止対策について説明す
る。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3.施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

－
低レベル廃液処理設備
分析済液処理装置

－
機能要求①
冒頭宣言【23
条】

(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，核燃料物質等を含まない流体を取り
扱う設備への核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計と
する。
なお，核燃料物質等を取り扱う設備のうち，気体廃棄物を取り扱う設備の
逆流防止に係る設計方針については，第2章 個別項目の「5.2換気設備」
に示す。

10 〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
・逆流防止対策について説明する。
【3.10分析設備】
・逆流防止対策について説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備基本方針

設計方針(逆流防止)

・基本方針
・低レベル廃液処理設備(逆流防止の
措置)
・分析済液処理装置(逆流防止の措置)

〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボックスパネルへ
の影響評価】
・対象グローブボックスに対して，容器落下時に
パネルへの直接衝突がないこと，仮に間接的に衝
突しても閉じ込め機能が損なわれないことを，構
造図や容器重量，落下高さ情報を基に評価する。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネルへ
の影響評価

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボッ
クスパネルへの影響評価】
・対象グローブボックスに対し
て，容器落下時にパネルへの直接
衝突がないこと，仮に間接的に衝
突しても閉じ込め機能が損なわれ
ないことを，構造図や容器重量，
落下高さ情報を基に評価する。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.2 容器落下時のグローブボッ
クスパネルへの影響評価

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

【機能要求②】
グローブボックス排気設備(グローブ
ボックス給気フィルタ，グローブボッ
クス排気フィルタ，グローブボックス

排気ダクト)※1

窒素循環設備(窒素循環ファン，窒素
循環ダクト，窒素循環冷却機)
分析装置GB
低レベル廃液処理設備OPB
分析装置フード
分析済液処理装置(ろ過処理供給槽，
ろ過処理供給槽ポンプ，第1ろ過装
置，主配管等)
低レベル廃液処理設備(ろ過処理前
槽，ろ過処理前槽ポンプ，第1ろ過処
理装置，主配管等)
火災防護設備(延焼防止ダンパ，ピス

トンダンパ)※2 等

※1グローブボックス排気設備のう
ち，グローブボックス排気フィルタユ
ニットより下流の機器については，清
浄化された空気を取り扱うことから対
象外。

※2火災防護設備である延焼防止ダン
パとピストンダンパは安全上重要な施
設のグローブボックスの排気系に設置
するものであるため，対象設備として
選定。

＜ファン＞
・主要材料

＜フィルタ＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

＜機械装置＞
・主要材料

＜核物質等取扱
ボックス＞
・主要材料

＜焼結・乾燥装
置＞
・主要材料

＜ろ過装置＞
・主要材料

＜容器＞
・主要材料

＜ポンプ＞
・主要材料

＜主要弁＞
・主要材料

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.2 焼結炉
3.3 スタック乾燥装置
3.4 小規模焼結処理装置
3.5 オープンポートボックス
3.6 フード
3.7 混合酸化物貯蔵容器
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備
3.12 換気設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.2焼結炉】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.4小規模焼結処理装置】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.5オープンポートボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.6フード】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.7混合酸化物貯蔵容器】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.9低レベル廃液処理設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.10分析設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。
【3.12換気設備】
・内包する物質の種類に応じた腐食対策を講じて
いることを説明する。

機能要求①
評価要求

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，内装
機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパネルの間の
距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グローブボックスのパ
ネルに直接衝突することがない設計とする。
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グローブボックスの構造設計〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

〇MOX粉末を取り扱う装置（落下防
止等に係る装置）

・基本方針
・グローブボックス
・グローブボックスに内包される機器

－
基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

－
粉末一時保管装置GB
粉末一時保管装置 等

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.3 スタック乾燥装置
3.1.1 グローブボックス
3.5 オープンポートボックス
3.6 フード
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備
3.12 換気設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.3スタック乾燥装置】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.5オープンポートボックス】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.6フード】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.9低レベル廃液処理設備】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.10分析設備】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。
【3.12換気設備】
・内包する物質の種類に応じた腐
食対策を講じていることを説明す
る。

〇液体の放射性物質を取り扱う設
備（低レベル廃液処理設備，分析
済液処理装置）

構造設計

8

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質等の
漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適切な
腐食対策を講じる設計とする。

機能要求②

・基本方針

・グローブボックス排気設備※1

・窒素循環設備
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置
・低レベル廃液処理設備
・分析済液処理装置
・混合酸化物貯蔵容器
・火災防護設備(延焼防止ダンパ，ピ

ストンダンパ)※2

※1グローブボックス排気設備のう
ち，グローブボックス排気フィルタユ
ニットより下流の機器については，清
浄化された空気を取り扱うことから対
象外。

※2火災防護設備である延焼防止ダン
パとピストンダンパは安全上重要な施
設のグローブボックスの排気系に設置
するものであるため，対象設備として
選定。

基本方針
設計方針(閉じ込め)

第1回申請と同一
―

（グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物（重量物落下）の発生防止に係る設計については，
第1章 共通項目「8.1 安全機能を有する施設」の「8.1.3 内部発生飛散物に対する考慮」で展開する。）

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

構造設計

〇換気設備（換気設備に設置する
火災防護設備のダンパ含む）

構造設計

―
（気体廃棄物を取り扱う設備の逆流防止に係る設計については，第2章 個別項目「5.2換気設備」で展開する。）
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各条文の基本設計方針，類型分類及び設計説明分類の紐付整理
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

資料２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 類型分類 設計分類の考え方
構造設計，配置設計，システム設

計の設計説明分類

第２回申請

設計分類
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類 構成 添付書類 説明内容

構造設計 ・グローブボックス（漏えい液受
皿）

・グローブボックスの漏えい液受
皿構造について，漏えいし難い構
造，漏えい量を考慮した必要高さ
とすることを構造設計にて説明す
る。

評価 ・漏えい受皿の容量の妥当性評価 ・漏えい液受皿を有するグローブ
ボックスについて，グローブボッ
クスに収納される貯槽等からの漏
えい液の全量を漏えい液受皿で保
持できる設計であることを評価に
て説明する。

構造設計 ・オープンポートボックス（漏え
い液受け皿）

・オープンポートボックスの漏え
い液受皿構造について， の漏えい
し難い構造，漏えい量を考慮した
必要高さとすることを構造設計に
て説明する。

評価 ・漏えい受皿の容量の妥当性評価 ・漏えい液受皿を有するオープン
ポートボックスについて，オープ
ンポートボックス内に収納される
貯槽等からの漏えい液の全量を漏
えい液受皿で保持できる設計であ
ることを評価にて説明する。
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(e)MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路は，基準地震動Ss
による地震力に対して，経路が維持できる設計とする。
なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックスを循環する経路に係る設計方
針については，第2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。

冒頭宣言【23
条】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1．概要
2．基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

〇 － 基本方針 －

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方
針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本
方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込
め機能に関する基本方針について
説明する。
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(4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封のMOXを取り扱
う設備・機器を収納するグローブボックス等を直接収納する部屋及び当該
部屋から廊下への汚染拡大防止を目的として設ける部屋並びにそれらの部
屋を介してのみ出入りする部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内
に保持することができる設計とする。

冒頭宣言【10
条-14～18】
機能要求①

・基本方針
・燃料加工建屋
・工程室(非密封のMOXを取り扱う設
備・機器を収納するグローブボックス
等を直接収納する部屋及び当該部屋か
ら廊下への汚染拡大防止を目的として
設ける部屋並びにそれらの部屋を介し
てのみ出入りする部屋をいう。)
・グローブボックス等

基本方針
設計方針(建物)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.11 建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
〇建物・構築物に係る以下の設計方針について，
説明する。
・建物・構築物の構造
・工程室と各グローブボックス等の設置場所の関
係

〇

工程室(非密封のMOXを取り扱う設備・
機器を収納するグローブボックス等を
直接収納する部屋及び当該部屋から廊
下への汚染拡大防止を目的として設け
る部屋並びにそれらの部屋を介しての
み出入りする部屋をいう。)
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

分析装置GB 等 －

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.11 建物・構築物

【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・工程室と各グローブボックス等
の設置場所の関係を説明する。

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

〇グローブボックスと同等の閉じ
込め機能を有する設備（焼結・乾
燥装置）

配置設計 ・グローブボックス等の設置場所 ・非密封のMOXを取り扱う設備・機
器を収納するグローブボックス等
は工程室に設置することを配置設
計にて説明する。

グローブボックス等の設置場所の
配置設計

システム設計 ・換気設備（建屋排気設備，工程
室排気設備）

・工程室の負圧を維持するため，
工程室排気設備により排気する系
統とすることをシステム設計にて
説明する。
・建屋の負圧を維持するため，建
屋排気設備により排気する系統と
することをシステム設計にて説明
する。

評価 ・換気風量（建屋及び工程室の負
圧維持 等に必要な換気風量）

・工程室排気設備が工程室 及び建
 屋の負圧を維持するために必要な
風量を有していることを評価にて
説明する。
・建屋排気設備が建屋の負圧を維
持するために必要な風量を有して
いることを評価にて説明する。
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グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれが
ある場合に，建屋内及び工程室内はダストモニタ，エアスニファ及び放射
線サーベイ機器により漏えいを検知できるよう，放射線監視設備を設ける
設計とする。また，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放射性気体廃棄物を
放出する排気筒には，MOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいを検
知できるよう，排気モニタを設置する設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については，第2章 個別項目の
「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言【19
条】

設置要求

・基本方針
・放射線監視設備

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3.1 施設の詳細設計方針
3.11 建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.1施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・放射線監視設備による核燃料物質等の漏えい検
知について説明する。

－ － － － － －

17

グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合は，気体廃棄物の
廃棄設備の給気設備等の停止を含まない加工工程のうち任意の工程の停止
(以下「工程停止」という。)，気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程
室排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに非管理区域換気空調設備(以
下「送排風機」という。)を停止する措置等により漏えいの拡大を防止す
ることを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
・基本方針
・施設共通 基本設計方針

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3．施設の詳細設計方針
3.11 建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・工程停止および排風機等の停止による漏えいの
拡大防止対策について説明する。

－ － － － － －

―
（第2回申請対象外のため）

―
（運用要求のため）

〇グローブボックスと同等の閉じ
込め機能を有する設備（焼結・乾
燥装置）

システム設計 ・スタック乾燥装置 ・スタック乾燥装置の計器により
負圧異常を感知し，警報を発する
ことを説明する。
なお，警報に係る系統構成につい
ては，第３回にて説明する。

警報設備等（負圧異常）のシステ
ム設計

機能要求①
機能要求②

【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
・負圧順序について説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.12 換気設備

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

グローブボックス排気設備
窒素循環設備

【機能要求②】
工程室排気設備(工程室排風機，工程
室排気ダクト)
建屋排気設備(建屋排風機，建屋排気
ダクト)

－

・基本方針
・グローブボックス負圧・温度監視設
備
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.2 焼結炉
3.3 スタック乾燥装置
3.4 小規模焼結処理装置

グローブボックスの構造設計

オープンポートボックスの構造設
計

―
(窒素循環設備の経路維持については，第2章 個別項目の「5.2換気設備」で展開する。)
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工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，燃料
加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くすることで，核
燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針については，第2
章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。

〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
・負圧順序について説明する。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.12 換気設備

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)

・基本方針
・グローブボックス排気設備
・窒素循環設備
・工程室排気設備(工程室排風機，工
程室排気ダクト)
・建屋排気設備(建屋排風機，建屋排
気ダクト)

換気設備のシステム設計

〇グローブボックス（オープン
ポートボックス，フード含む）

〇 －

・グローブボックス(漏えい液受皿)
・オープンポートボックス(漏えい液
受皿)
・低レベル廃液処理設備 漏えい液受
皿液位
・分析済液処理装置 漏えい液受皿液
位

＜核物質等取扱
ボックス(漏えい
液受皿)＞
・主要寸法
・主要材料

＜計測装置＞
・検出器の種類
・警報動作範囲

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以
下の設計方針について，説明す
る。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定す
る漏えい量の計算結果を示し，漏
えい液受皿に漏えい液を保持でき
ることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し,警報を発することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定す
る漏えい量の計算結果を示し，漏
えい液受皿に漏えい液を保持でき
ることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し,警報を発することの説明

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい量の計
算結果を示し，漏えい液受皿に漏えい液を保持で
きることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し,警報を発
することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・漏えい液受皿の構造
・漏えい液受皿の容量及び想定する漏えい量の計
算結果を示し，漏えい液受皿に漏えい液を保持で
きることの説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し,警報を発
することの説明

〇 スタック乾燥装置 － －

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3．施設の詳細設計方針
3.3 スタック乾燥装置

【3.施設の詳細設計方針】
【3.3スタック乾燥装置】
・スタック乾燥装置の計器により
負圧異常を感知し，警報を発する
ことを説明する。

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックス負圧・温度監視設備により負
圧異常を感知し，警報を発することを説明する。
【3.2焼結炉】
・焼結炉の計器により負圧異常を感知し，警報を
発することを説明する。
【3.3スタック乾燥装置】
・スタック乾燥装置の計器により負圧異常を感知
し 警報を発することを説明する

15

グローブボックス等内の気圧が設定値以上になった場合は，警報を発する
設計とする。
なお，負圧異常時の警報発報に係る設計方針については，第2章 個別項
目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

冒頭宣言【18
条】

設置要求

11

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープンポー
トボックスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合におい
ても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とするとともに，グ
ローブボックス及びオープンポートボックス底部を漏えい液受皿構造とす
ることにより，グローブボックス及びオープンポートボックスに放射性物
質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物質を含む液体がグローブボッ
クス及びオープンポートボックス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい防止に
係る漏えい検知器の設計方針については，第2章 個別項目の「7.4その他
の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボックス(漏えい液受皿)
・オープンポートボックス(漏えい液
受皿)
・低レベル廃液処理設備 漏えい液受
皿液位
・分析済液処理装置 漏えい液受皿液
位

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

〇換気設備（換気設備に設置する
火災防護設備のダンパ含む）

―
(負圧順序に係る起動順序については，第2章 個別項目の「5.2換気設備」で展開する。)

－
(漏えい検知に係るシステム設計については，第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」で展開する。)
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各条文の基本設計方針，類型分類及び設計説明分類の紐付整理
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

資料２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 類型分類 設計分類の考え方
構造設計，配置設計，システム設

計の設計説明分類

第２回申請

設計分類
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類 構成 添付書類 説明内容

構造設計 ・施設外漏えい防止堰 ・施設外漏えい防止堰の漏えいし
難い構造，漏えい量を考慮した必
要高さについて，構造設計にて説
明する。

評価 ・施設外漏えい防止堰の容量の妥
当性評価

・施設外漏えい防止堰について，
液体廃棄物を内包する貯槽等から
の漏えい液の全量を施設外漏えい
防止堰で保持できることを評価に
て説明する。

19

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，以下の
設計を講じる。
(a)排風機は予備機を設け，故障した場合には自動的に予備機に切り替わ
る設計とする。
なお，故障時の排風機の切り替えによる核燃料物質等の漏えい防止及び漏
えい拡大防止に係る設計方針については，第2章 個別項目の「5.2換気設
備」に示す。

冒頭宣言【23
条】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1．概要
2．基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

21

燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管理されずに排出される排水が流れ
る排水路を設置しない設計とする。

設置要求
・基本方針
・燃料加工建屋

基本方針
設計方針(建物)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.11 建物・構築物

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.11建物・構築物】
・排水路の上に施設がないことを説明する。

－ － － － － －

22

技術基準規則第十条第1項第二号にある「六ふっ化ウランを取り扱う設
備」は，MOX燃料加工施設に設置しない。

冒頭宣言
【「六ふっ化
ウランを取り
扱う設備」を
MOX燃料加工
施設に設置し
ないことを宣
言しており，
具体の展開が
必要ないた

め，以降の展
開なし】

基本方針 基本方針

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。

－ － － － － －

―
(第2回申請対象外のため)

―
（冒頭宣言のため）

〇貯蔵容器搬送用洞道 構造設計 ・貯蔵容器搬送用洞道 ・核燃料物質等による汚染を防止
するため，貯蔵容器搬送用洞道に
は除染が容易で腐食しにくい材料
により塗装することを構造設計に
て説明する。

洞道の構造設計

〇施設外漏えい防止堰 施設外漏えい防止堰の構造設計

－
(排風機の予備機切り替えに係るシステム設計は，第2章 個別項目の「5.2換気設備」で展開する。)

－
(高性能エアフィルタの性能，段数に関するシステム設計は，第2章 個別項目の「5.1放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃棄物の廃棄設備」で展開する。)

－

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.13 核燃料物質等による汚染の
防止

【3.施設の詳細設計方針】
【3.13核燃料物質等による汚染の
防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止
に係る以下の設計方針について，
説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧
表にて，塗装範囲の詳細(天井面塗
装，床面塗装，壁面塗装)の説明

〇 貯蔵容器搬送用洞道 －23

4.2 核燃料物質等による汚染の防止
核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれの
ある壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によっ
て仕上げる設計とする。

冒頭宣言
【「第21条

核燃料物質等
による汚染の
防止」として
の基本設計方
針であり，当
該基本設計方
針で具体を展
開するため，
以降の展開な

し】
設置要求

・基本方針
・燃料加工建屋
・貯蔵容器搬送用洞道

基本方針
設計方針(汚染の防止)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.2 核燃料物質等による汚染の防止に関する基
本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.13 核燃料物質等による汚染の防止

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.2 核燃料物質等による汚染の防止に関する
基本方針】
・核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の
床及び人が触れるおそれのある壁の表面に対する
汚染の防止に関する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.13核燃料物質等による汚染の防止】
〇核燃料物質等による汚染の防止に係る以下の設
計方針について，説明する。
・塗装対象及び塗装範囲の考え方
・樹脂系塗料の仕様
・建屋平面図及び塗装範囲の一覧表にて，塗装範
囲の詳細(天井面塗装，床面塗装，壁面塗装)の説
明

【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・グローブボックス排気設備，工
程室排気設備，建屋排気設備の構
造，系統構成
・通常時における，高性能エア
フィルタによる周辺環境に放出さ
れる核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維
持，漏えい防止，逆流防止の機能
の確保及び放出量の低減

〇 －
グローブボックス排気設備
工程室排気設備
建屋排気設備

－

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.12 換気設備

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.12 換気設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，
建屋排気設備の構造，系統構成
・通常時における，高性能エアフィルタによる周
辺環境に放出される核燃料物質等の除去
・設計基準事故時における負圧維持，漏えい防
止，逆流防止の機能の確保及び放出量の低減

第1回申請と同一

20

(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に応じた段数の高性能エアフィルタを
設ける設計とすることで，周辺環境に放出される核燃料物質等の量を合理
的に達成できる限り少なくするとともに，設計基準事故時においても可能
な限り負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，
公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因し
て環境に放出される核燃料物質等の放出量を低減する設計とする。
なお，高性能エアフィルタの段数に係る設計方針については，第2章 個
別項目の「5.1放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針」の「5.1.1気体廃
棄物の廃棄設備」に示す。

冒頭宣言【20
条】

機能要求①

・基本方針
・グローブボックス排気設備
・工程室排気設備
・建屋排気設備

基本方針
設計方針(放出量の低減，
逆流防止，閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機
能を有する施設の閉じ込めの機能
に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以
下の設計方針について，説明す
る。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定
する漏えい量の計算結果を示し，
堰に漏えい液を保持できることの
説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し,警報を発することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針
について，説明する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定
する漏えい量の計算結果を示し，
堰に漏えい液を保持できることの
説明
・漏えい検知器により漏えいを検
知し，警報を発することの説明

〇 －
・低レベル廃液処理設備 サンプ液位
・分析済液処理装置 堰内漏えい液位
・燃料加工建屋(堰)

＜計測装置＞
・検出器の種類
・警報動作範囲

＜施設外漏えい
防止堰＞
・主要寸法
・主要材料
・床面及び壁面
の塗装の範囲

基本方針
設計方針(漏えいの拡大防
止)
評価(漏えいの拡大防止)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設
の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.9 低レベル廃液処理設備
3.10 分析設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関する
基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.9低レベル廃液処理設備】
〇低レベル廃液処理設備に係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定する漏えい量の
計算結果を示し，堰に漏えい液を保持できること
の説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し,警報を発
することの説明
【3.10分析設備】
〇分析設備に係る以下の設計方針について，説明
する。
・堰の構造
・漏えい防止の堰の容量及び想定する漏えい量の
計算結果を示し，堰に漏えい液を保持できること
の説明
・漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発
することの説明

18

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知器に
より検知し，警報を発する設計とするとともに，貯槽等に内包される廃液
の全量に対して，堰等により漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章
個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

機能要求②
評価要求

・基本方針
・低レベル廃液処理設備 サンプ液位
・分析済液処理装置 堰内漏えい液位
・燃料加工建屋(堰)

－
(漏えい検知に係るシステム設計については，第2章 個別項目の「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」で展開する。)
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① 詳細設計展開表（換気設備のシステム設計）

設計説明分類 条文 類型分類
基本設計方針番

号
基本設計方針 添付書類 詳細設計方針 設計上の配慮事項 システム設計 既認可からの変更点 他条文要求との関係 資料番号

換気設備のシステ
ム設計

10条
閉じ込め

換気設備（換気設備
に設置する火災防護
設備のダンパ含む）

システム設計

換気設備(グローブ
ボックス排気設備，窒
素循環設備，火災防護
設備のダンパ)

10条-2

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質
等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封入した状態で
取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペレットについてはグ
ローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有す
る焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処理装置(以下「グロー
ブボックス等」という。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じ
てグローブボックス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物
のサンプリング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱
う設計とする。

換気設備（換気設備
に設置する火災防護
設備のダンパ含む）

システム設計
換気設備（グローブ
ボックス排気設備）

換気設備（換気設備
に設置する火災防護
設備のダンパ含む）

システム設計 換気設備

【Ⅴ-1-1-2-1 3.12換気設備】
(3) 換気設備に係る施設詳細設計方針
a. グローブボックス等，フード及びオープンポートボックスの閉じ込め機能の維
持に係る設計方針
(a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス，フード及びオープ
ンポートボックスの開口部風速の維持

グローブボックスは，グローブ1個が破損した場合でも日本産業規格に基づく放
射性物質取扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポートの開口部におけ
る空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。なお，グローブ1個の破損と
は，全グローブボックスに対する1個の開口部とし，各グローブボックスに対し
て，空気流入風速の確認を行う。①

―

・グローブ1個の破損とは，全グローブボックスに対する1個の開口部とし，各グ
ローブボックスに対して，空気流入風速の確認を行う。(①)

―
23条-3
負圧維持
開口部風速維持

換気設備のシステム
設計(15)
①

換気設備（換気設備
に設置する火災防護
設備のダンパ含む）

システム設計
換気設備（建屋排気設
備，工程室排気設備）

10条-14

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気
し，燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低く
することで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序の達成に必要な起動順序に係る設計方針について
は，第2章 個別項目の「5.2換気設備」に示す。

【V-1-1-2-1 3.12 換気設備】
3.12.1 閉じ込め機能維持に係る換気設備の詳細設計方針
(3) 換気設備に係る施設詳細設計方針
(a) 負圧順序の設定
換気設備は，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止するため，グローブボックス等，
工程室，燃料加工建屋の順に負圧が深くなるような負圧順序を確保できる設計とす
る。①
負圧順序を確保するため，グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排
気設備は，負圧目標値を設定する。
負圧目標値は，各室に設置される設備，操作の特徴を踏まえ，汚染区分を設定し，
段階的に負圧目標値を定める。
グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，設定された負圧
目標値となるよう各系統上に設置しているダンパ開度を運用で調整することで，負
圧順序を達成する。②
各汚染区分の考え方，対象となる換気設備，負圧目標値を第3.12-4表に示す。

―

・燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くするため，グロー
ブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備を設ける。(①）

・グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備は，設定された負
圧目標値となるよう各系統上に設置しているダンパ開度を運用で調整することで，
負圧順序を達成する。(②）

―
20条-19
23条-9,10
負圧順序の形成

換気設備のシステム
設計(3)
①,②

23条-3
負圧維持
開口部風速維持

換気設備のシステム
設計(1)
①,②,③-1

換気設備のシステム
設計(15)
③-2,④,⑤,⑥

10条-3

(2)グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維
持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排
気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

10条-4

また，グローブボックスは，グローブ１個が破損した場合でもグ
ローブポートの開口部における空気流入風速を設定値以上に維持す
る設計とする。

設計分類

【Ⅴ-1-1-2-1 3.12換気設備】
(3) 換気設備に係る施設詳細設計方針
a. グローブボックス等，フード及びオープンポートボックスの閉じ込め機能の維
持に係る設計方針
(a) グローブボックス等の負圧維持並びにグローブボックス，フード及びオープ
ンポートボックスの開口部風速の維持

空気雰囲気型グローブボックスの負圧維持は，グローブボックスの給気口から工
程室内の空気を吸引し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転に
よって排気することにより，グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。①

窒素雰囲気型グローブボックス(窒素循環型)の負圧維持は，窒素ガス供給設備か
ら窒素ガスを供給し，窒素循環設備によって窒素ガスを循環するとともに，排気ダ
クトを介して，グローブボックス排風機の連続運転によって一部の窒素ガスを排気
することにより，グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。また，循環す
る窒素ガスを冷却する設計とする。②

窒素雰囲気型グローブボックス（窒素貫流型）の負圧維持は，窒素ガス供給設備
から窒素ガスを供給し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転に
よって排気することにより，グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。③
-1

上記の窒素雰囲気型グローブボックスに供給される窒素ガスの供給流量は，調整
弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグローブボックス排気風量に比べ低くなる
よう調整し，グローブボックス内の気圧が過度に上昇することがない設計とする。
また，グローブボックス内の気圧が設定値以上になった場合には，窒素ガスの供給
を停止できる設計とする。③-2

グローブボックスは，グローブ1個が破損した場合でも日本産業規格に基づく放
射性物質取扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポートの開口部におけ
る空気流入風速を0.5m/s以上に維持する設計とする。なお，グローブ1個の破損と
は，全グローブボックスに対する1個の開口部とし，各グローブボックスに対し
て，空気流入風速の確認を行う。④
ホ. オープンポートボックスの開口部風速の維持

オープンポートボックスの開口部風速は，オープンポートボックスの開口部から
工程室内の空気を吸引し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転
によって排気することにより，開口部の空気流入風速を日本産業規格に基づく放射
性物質取扱作業用グローブボックスの要求にあるグローブポート1個を開放したと
きの開口部における通過風速を参考に0.5m/s以上に維持する設計とする。また，各
オープンポートボックスに対して，空気流入風速の確認を行う。⑤

ヘ. フードの開口部風速の維持
フードの開口部風速は，フードの開口部から工程室内の空気を吸引し，排気ダク

トを介してグローブボックス排風機の連続運転によって排気することにより，開口
部の空気流入風速を日本産業規格に基づく放射性物質取扱作業用グローブボックス
の要求にあるグローブポート1個を開放したときの開口部における通過風速を参考
に0.5m/s以上に維持する設計とする。また，各フードに対して，空気流入風速の確
認を行う。⑥

―

・空気雰囲気型グローブボックスの負圧維持は，グローブボックスの給気口から工
程室内の空気を吸引し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転に
よって排気することにより，グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。
(①)

・窒素雰囲気型グローブボックス(窒素循環型)の負圧維持は，窒素ガス供給設備か
ら窒素ガスを供給し，窒素循環設備によって窒素ガスを循環するとともに，排気ダ
クトを介して，グローブボックス排風機の連続運転によって一部の窒素ガスを排気
することにより，グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。また，循環す
る窒素ガスを冷却する設計とする。(②)

・窒素雰囲気型グローブボックス（窒素貫流型）の負圧維持は，窒素ガス供給設備
から窒素ガスを供給し，排気ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転に
よって排気することにより，グローブボックス内を負圧に維持する設計とする。
(③-1)

上記の窒素雰囲気型グローブボックスに供給される窒素ガスの供給流量は，調整
弁の開度の設定及び減圧弁の設置によりグローブボックス排気風量に比べ低くなる
よう調整し，グローブボックス内の気圧が過度に上昇することがない設計とする。
また，グローブボックス内の気圧が設定値以上になった場合には，窒素ガスの供給
を停止できる設計とする。(③-2)

・グローブ1個の破損とは，全グローブボックスに対する1個の開口部とし，各グ
ローブボックスに対して，空気流入風速の確認を行う。(④)

・オープンポートボックスの開口部風速は，0.5m/s以上に維持する設計とする。ま
た，各オープンポートボックスに対して，空気流入風速の確認を行う。(⑤)

・フードの開口部風速は，0.5m/s以上に維持する設計とする。また，各フードに対
して，空気流入風速の確認を行う。(⑥)

―
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① 詳細設計展開表（構造設計）

設計説明分類 条文 類型分類
基本設計方針番

号
基本設計方針 添付書類 詳細設計方針 設計上の配慮事項 構造設計 既認可からの変更点 他条文要求との関係 資料番号

〇グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード含
む）

構造設計 ・グローブボックス 10条-3

(2)グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維
持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排
気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

〇グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード含
む）

構造設計 ・グローブボックス 10条-5
グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とす
る。

〇グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード含
む）

構造設計 ・グローブボックス 10条-4

(2)グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維
持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排
気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

【Ⅴ-1-1-2-1 3.1.1 グローブボックス】
(3) 負圧維持及び空気流入風速の維持
グローブボックスは，グローブボックス排気設備により負圧に維持するとともに，
グローブ1個が破損した場合でも，日本産業規格に基づく放射性物質取扱作業用グ
ローブボックスの要求にあるグローブポートの開口部における空気流入風速を0.5
ｍ/ｓ以上に維持する設計とする。
また，グローブボックスのパネル面に取り付くグローブポートを全て同じ構造とす
る① ことで，グローブポートに取り付くグローブのうち，どのグローブが破損し
たとしても，空気流入風速を0.5ｍ/ｓ以上に維持できる設計とする。
なお，グローブボックスの負圧維持及び空気流入風速の維持に係る換気設備
の詳細設計方針については，「3.12 換気設備」に示す。

また，負圧異常時の警報発報に係る詳細設計方針については，グローブボックス
負圧・温度監視設備の申請に合わせて次回以降に「Ｖ－１－１－11警報設備等に関
する説明書」に示す。

・グローブボックスのグローブポートは，全て同一の口径の構造とする。（①） ― ―
グローブボックスの
構造設計（3）
①

構造設計
搬送設備・機械装置
（グローブボックス内
装機器）

―
・グローブボックスは，垂直方向及び水平方向の移動時の粉末容器とパネルとの距
離を確保し，粉末容器の落下時において粉末容器とパネルとが直接衝突しない構造
とする。（①）

― ―

グローブボックスの
構造設計（11）
①

グローブボックスの
構造設計（12）
①

評価
・容器落下の影響評
価，衝突評価

―
・粉末容器を把持した状態で垂直方向及び水平方向の移動時に容器が落下しても，
直接衝突しないことを評価する。また，間接的にパネルに衝突した場合のパネルの
影響について，評価する。（②）

― ―

【Ⅴ-1-1-2-1】
3.1.2 容器落下時の
グローブボックスパ
ネルへの影響評価
②

〇グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード含
む）

構造設計 ・グローブボックス 10条-8

(3)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針
核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物
質等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適
切な腐食対策を講じる設計とする。

【Ⅴ-1-1-2-1 3.1.1グローブボックス】
(6) 腐食対策
グローブボックスは，本体をステンレス鋼とすることで，内包する核燃料物質等に
よる腐食を防止する設計とする。①

―
・グローブボックス本体は，内包する核燃料物質等の腐食を防止するため，ステン
レス鋼とする設計とする。（①）

― ―
グローブボックスの
構造設計（1）
①

構造設計
・グローブボックス
（漏えい液受皿）

―

・グローブボックスの底部を漏えい液受皿構造とする。（①）
・想定される漏えい液の全量が受けられる高さを有した構造とする。(②-1)
・漏えい液受皿部は，液体状の放射性物質等が漏えいし難い構造として，ステンレ
ス鋼とし，溶接した構造とする。（③）
・漏えい液受皿は，漏えい検知するための漏えい検知ポットを設け，検知器が設置
できる構造とする。（④）

―
グローブボックスの
構造設計（13）
①,②-1,③,④

評価 ・漏えい受皿の容量の
妥当性評価

― ・想定される漏えい液を受けられる容量を有していることを評価する。（②-2） ―

【Ⅴ-1-1-2-1】
3.1.10 漏えい液受
皿の容量評価
②-2

10条
閉じ込め

設計分類

【Ⅴ-1-1-2-1 3.1.1グローブボックス】
 (1) 構造

グローブボックスは本体をステンレス鋼とし，ステンレス鋼製の本体を溶接及び
ボルト締結により加工する。①その操作面にグローブポートを有する透明なパネル
等をガスケットを介して取り付ける。②

(3) 密閉構造
グローブボックスは，ステンレス鋼製の本体を溶接及びボルト締結により加

工し，①その操作面にグローブポートを有する透明なパネル等をガスケットを介し
て取り付ける。②また，グローブポートには継ぎ目がないように製作したグローブ
を取り付けること③で，給気口及び排気口を除き密閉でき，漏れ率＊を日本産業規
格に基づく多量な放射性物質を取り扱うグローブボックスの漏れ率と同じである
0.25vol%/h以下とすることにより，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。④

〇グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード含
む）

10条-11

(d)放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックス及びオープン
ポートボックスは，貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした
場合においても漏えい検知器により検知し，警報を発する設計とす
るとともに，グローブボックス及びオープンポートボックス底部を
漏えい液受皿構造とすることにより，グローブボックス及びオープ
ンポートボックスに放射性物質を含む液体を閉じ込めることで，放
射性物質を含む液体がグローブボックス及びオープンポートボック
ス外に漏えいし難い設計とする。
なお，グローブボックス及びオープンポートボックスからの漏えい
防止に係る漏えい検知器の設計方針については，第2章 個別項目の
「7.4その他の主要な事項」の「7.4.2警報関連設備」に示す。

〇グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード含
む）

〇MOX粉末を取り扱う
内装機器（落下防止
等に係る装置）

10条-6

MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ込め機能を損なわないよう，
内装機器及び内装機器の架台による干渉や容器を取り扱う機器とパ
ネルの間の距離の確保により，落下又は転倒した粉末容器が，グ
ローブボックスのパネルに直接衝突することがない設計とする。

【Ⅴ-1-1-2-1 3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価】
(4) グローブボックスの損傷防止

グローブボックス内で取り扱う粉末容器が落下又は転倒した場合でも，グローブ
ボックスパネルに直接衝突することがないよう，内装機器及び内装機器の架台へ干
渉させる設計とするとともに，粉末容器を取り扱う機器とグローブボックスパネル
間の距離を確保する設計とする。①

落下又は転倒した粉末容器がグローブボックスパネルに直接衝突することがない
設計であること，また落下又は転倒した粉末容器が間接的にグローブボックスパネ
ルに衝突した場合においても，グローブボックスの閉じ込め機能が損なわれないこ
とを「3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネルへの影響評価」に示す。②

【Ⅴ-1-1-2-1 3.10 分析設備】
(6) グローブボックスによる閉じ込め

グローブボックス内に設置される貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした
場合は，漏えい検知器により漏えいを検知し，警報を発する設計とする。（④）ま
た，グローブボックス底部を漏えい液受皿構造（①）とし，漏えい液受皿は想定さ
れる最大漏えい量を保持できる高さとする（②）とともに，放射性物質を含む液体
による腐食を考慮して，漏えい液受皿の材質をステンレス鋼とすることで，放射性
物質を含む液体をグローブボックス内に閉じ込める設計とする。（③）
なお，貯槽等からの漏えい液の全量を漏えい液受皿で保持できることを「3.10.1
漏えい液受皿の容量評価」に示す。また，グローブボックスからの漏えい防止に係
る漏えい検知器の詳細設計方針については，「Ｖ－１－１－11 警報設備等に関す
る説明書」に示す。

グローブボックス
の構造設計

グローブボックスの
構造設計（1）
①,③-3

グローブボックスの
構造設計（2）
②-1

グローブボックスの
構造設計（3）
②-2,②-3

グローブボックスの
構造設計（4）
③-1

グローブボックスの
構造設計（5）
③-2

グローブボックスの
構造設計（6）
③-4

グローブボックスの
構造設計（7）
③-5

グローブボックスの
構造設計（8）
③-6

グローブボックスの
構造設計（9）
③-7

グローブボックスの
構造設計（10）
③-8

――

6条-14，61
Sクラス施設のグロー
ブボックスの閉じ込め
機能の維持（密封性）

【グローブボックス本体】
・グローブボックス本体をステンレス鋼製とし溶接及びボルト締結により加工され
た構造とする。（①）

【窓板部（グローブポート含む）】
・グローブボックスの本体と窓板部(パネル)は，ガスケットを介して取りつける構
造とする。（②-1）
・グローブボックスの窓板部（パネル）とグローブポート部はガスケットを介し
て，ビスにて窓板部と締結した構造とする。（②-2）
・グローブボックスのグローブポートには継ぎ目のないように製作したグローブを
取り付ける構造とする。（②-3）

【搬出入口】
・グローブボックスの搬出入口（小）部は，グローブボックス本体にあるガスケッ
トの役割を持つ取付板を介してビスにてグローブボックス本体と締結した構造とす
る。 開口部は閉止蓋が取り付けられる構造とし，閉止蓋と搬出入口のパッキンが
篏合することにより密閉する構造とする。また，閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の
観点で，搬出入口にビニルバッグを取り付けられる構造とする。（③-1）

・グローブボックスの搬出入口（大）部は，グローブボックス本体と溶接にて接続
した構造とする。開口部は閉止蓋が取り付けられる構造とし，閉止蓋と搬出入口の
パッキンを篏合することにより密閉する構造とする。また，閉止蓋の開閉時に汚染
拡大防止の観点で，搬出入口にビニルバッグを取り付けられる構造とする。（③-
2）

【伸縮継手（ベローズ）】
・隣接するグローブボックスとの接続部は，密封構造を維持するため，ステンレス
鋼の伸縮継手（ベローズ）により接続する構造とする。（③-3）
・グローブボックスと伸縮継手（ベローズ）はグローブボックス本体とガスケット
を挟んでボルトで締結する構造とする。（③-4）

【管台部】
・グローブボックスの管台部は，グローブボックス本体と溶接して接続した構造と
する。（③-5）

【コネクタ部】
・グローブボックスのコネクタ部（ハーメチックシールタイプ）は，コネクタが溶
接されているフランジをガスケットを介して，グローブボックス本体とボルト締結
した構造とする。（③-6）
・グローブボックスのコネクタ部（挟み込み型）は，グローブボックス本体をガス
ケットを介して，雌ネジと雄ネジの関係であるリングナットとフランジで挟み込み
締結する構造とする。（③-7）

【磁気流体シール】
・グローブボックス本体とガスケットを介してボルトで締結した構造とする。軸受
け部分は磁気流体シールにて気密性を確保する設計とする。（③-8）

15条-2，3
漏えい液受皿の材料，
構造強度
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① 詳細設計展開表（構造設計）

設計説明分類 条文 類型分類
基本設計方針番

号
基本設計方針 添付書類 詳細設計方針 設計上の配慮事項 構造設計 既認可からの変更点 他条文要求との関係 資料番号設計分類

4条
臨界

〇単一ユニットを設
定する設備，単一ユ
ニット間で核燃料物
質を運搬する設備

構造設計
・グローブボックス
・オープンポートボッ
クス

4条-15

(a) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時
に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように
構造強度を持つ構造材を用いて固定する設計とする。なお，固定す
ることが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット
相互間の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲
を制限する設計とする。

【Ⅰ-1-1 2.4 (2) 単一ユニット間距離の維持】
単一ユニット間距離の維持については，以下に示す設計とすることにより，起こ

るとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しな
い設計とする。
a. 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作用している
荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強度を持つ構造材を用いて
固定する設計とする。具体的には耐震重要度分類の応じた構造強度を有する設計と
する。（①）なお，固定することが困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲
にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は移動範囲を制
限する設計とする。

―

・グローブボックス本体をステンレス鋼とし，通常時に作用している荷重に対して
発生する変形が過大とならない材料としてステンレス鋼を用いる設計とする。
（①）

なお，耐震設計において，通常時の荷重を考慮するため，耐震に含む

―
6条-14，61
通常時の荷重による構
造強度

グローブボックスの
構造設計（1）
①

火災防護設計に係る
設備（耐熱性を有す
る焼結炉等その他適
切な防護措置）

構造設計 グローブボックス 11条-65
放射性物質を内包するグローブボックス等のうち，閉じ込め機能を
喪失することでMOX燃料加工施設の安全性を損なうおそれのあるもの
については，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。

【Ⅴ-1-1-6-1 4.3（1）不燃性材料又は難燃性材料の使用】
g.グローブボックス等
放射性物質を内包するグローブボックス等のうち，閉じ込め機能を喪失することで
MOX燃料加工施設の安全性を損なうおそれのあるものについては，不燃性材料又は
「UL94垂直燃焼試験」により難燃性を満足する難燃性材料を使用する設計とする。
①

―

・グローブボックス本体は，ステンレス鋼を用いる構造とする。（①-1）
・グローブボックスの窓板部は，ポリカーボネート樹脂を用いる構造とする。（①
-2）
※補足説明資料「火防01 2-7 【火災防護に関する補足説明資料】グローブボッ
クスの難燃性能について」にて詳細を説明する。

○全てのグローブボックス
・アクリルパネルから難燃性材料の
ポリカーボネート樹脂のパネルに変
更

―

グローブボックスの
構造設計（1）
①-1

グローブボックスの
構造設計（2）
①-2

火災防護設計に係る
設備（耐熱性を有す
る焼結炉等その他適
切な防護措置）

構造設計 グローブボックス 11条-76

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する遮蔽材
は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。
なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃性材料又は難燃性材
料で覆う設計とする。

【Ⅴ-1-1-6-1 4.3（1）不燃性材料又は難燃性材料の使用】
h. 遮蔽材
火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する遮蔽材は，可能な限り
不燃性材料又は「UL94垂直燃焼試験」により難燃性を満足する難燃性材料を使用す
る設計とする。①

―

・グローブボックス遮蔽として，遮蔽機能を期待する場合は，窓板部に重ねて含鉛
メタクリル樹脂のパネルを設置し，そのパネル表面は難燃性材料としてポリカーボ
ネート樹脂のシートで覆う構造とする。（①-1）
※補足説明資料「火防01 2-7 【火災防護に関する補足説明資料】グローブボッ
クスの難燃性能について」にて詳細を説明する。

・可燃性材料として，ポリエチレンの遮蔽体を設置する場合は，不燃性材料である
金属筐体で覆う構造とする。（①-2）

○補助遮蔽の含鉛メタクリル樹脂を
設置するグローブボックス
・含鉛メタクリル樹脂の表面にポリ
カーボネート樹脂で覆う構造に変更

○補助遮蔽でない含鉛メタクリル樹
脂（自主遮蔽）を設置するグローブ
ボックス
・含鉛メタクリル樹脂を削除

22条-5
可燃性の遮蔽体への難
燃化対応

グローブボックスの
構造設計（2）
①-1

グローブボックスの
構造設計（14）
①-1

グローブボックスの
構造設計（15）
①-2

DB火災防護対象設備
（安全上重要な施
設）

構造設計 グローブボックス 11条-128

MOX燃料加工施設では，臨界管理の観点から可能な限り水を排除する
ために，工程室及びグローブボックスについては，自動又は現場で
の手動操作による固定式のガス消火装置を設置することにより消火
を行う設計とする。
さらに，火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等
及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，
火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難となる箇所
として多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画(危険物の
規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当す
る場所)，可燃性物質を取扱い構造上消火活動が困難となる火災区域
又は火災区画(中央監視室等の床下及び緊急時対策建屋の対策本部室
の床下)及び電気品室等の火災区域又は火災区画については，自動又
は現場での手動操作による固定式のガス消火装置を設置することに
より，消火活動を可能とする設計とする。
このうち，中央監視室等の床下に設置する固定式のガス消火装置
は，窒素消火装置を設置する設計とする。
高線量区域のうち，燃料集合体貯蔵室は通常運転時において人の立
ち入りがなく，可燃性物質又は着火源になり得るものもないこと及
び可燃性物質の持ち込み管理をすること並びに火災に至るおそれは
ないことから固定式のガス消火装置を設置しない設計とする。

【Ⅴ-1-1-6-1 5.2.2 機能設計】
(b) グローブボックス消火装置
イ. 消火対象
臨界管理の観点から水による消火活動が困難となるグローブボックス内を対象とす
る。①

―
・グローブボックスの消火ガス入口は，管台部としてグローブボックス本体と接続
する構造とする。（①）

○防火シャッタの追加に伴い消火範
囲が変更となったグローブボックス
・消火ガス入口の管台を追加

―

グローブボックスの
構造設計（1）
①

グローブボックスの
構造設計（7）
①

構造設計 ・グローブボックス ―

・グローブボックス遮蔽として機能を期待する場合は，グローブボックスの窓板部
は含鉛メタクリル樹脂を用いる構造とする。（①）

・補助遮蔽体としてグローブボックスに設置する遮蔽体は，グローブボックス遮蔽
体と合わせて遮蔽設計の基準となる線量率を満足する材料としてポリエチレン，
鉛，ステンレス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する構造とする。（②）

○補助遮蔽でない含鉛メタクリル樹
脂（自主遮蔽）を設置するグローブ
ボックス
・自主遮蔽の含鉛メタクリル樹脂
は，極力可燃物を低減するため削除

11条-76
可燃性の遮蔽体への難
燃化対応

グローブボックスの
構造設計（14）
①

グローブボックスの
構造設計（15）
②

・燃料加工建屋内の各
評価点の線量率

― ― ―

【Ⅱ-2-1-2】
燃料加工建屋の線量
率の評価に関する計
算書
③

・設置する部屋に従事
者の立入がある分析設
備の線量率

― ― ―

【Ⅱ-2-3-1】
分析設備の放射線

遮蔽に関する計算書
③

11条
火災

グローブボックス
の構造設計

22条
遮蔽

〇グローブボックス
遮蔽，補助遮蔽

MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立
入頻度及び立入時間を考慮し，区分ごとに遮蔽設計の基準となる線
量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて適切に区分
し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設
備を設計する。

【Ⅱ-1遮蔽設計に関する基本方針 3.2 遮蔽設備】
(3) グローブボックス遮蔽

グローブボックス遮蔽は，グローブボックス内で取り扱う核燃料物質からの放射
線を低減し，作業位置における遮蔽設計の基準となる線量率を満足するようにグ
ローブボックスに設置するものであり，含鉛メタクリル樹脂の遮蔽体で構成する。
（①）

グローブボックス遮蔽は，グローブボックス内の核燃料物質をグローブを介して
取り扱う分析設備及び小規模試験設備のグローブボックスに設置する。なお，分析
設備のうち，核燃料物質が留まらない搬送装置のグローブボックス及び取り扱う核
燃料物質が極少量であり放射線被ばくの影響が小さいことが明らかであるグローブ
ボックスについてはグローブボックス遮蔽を設置しない。

また，粉末一時保管設備では，遮蔽扉及びコンクリート厚が薄い箇所からの線量
を低減するためにグローブボックス遮蔽を設置する。

・・・・・

(4) 補助遮蔽
補助遮蔽は，上記(1)(2)(3)以外の遮蔽であり，核燃料物質を取り扱う設備・機器
からの放射線を低減し，上記(1)(2)(3)の遮蔽設備と合わせて遮蔽設計の基準とな
る線量率を満足するように設置するものであり，（③）ポリエチレン，鉛，ステン
レス鋼又は鋼材の遮蔽体で構成する。（②）
補助遮蔽は以下の点を考慮して設置する。

・・・・

d. 取り扱う核燃料物質量が多いグローブボックス内の設備
グローブボックス内で取り扱う核燃料物質量が多く，グローブボックス遮蔽のみ

で放射線を低減することが困難である箇所が該当し，グローブボックス遮蔽で不足
する遮蔽機能を補助遮蔽にて補う。

補助遮蔽を設置する機器を第3.2-2表に示す。なお，補助遮蔽は核燃料物質を取
り扱う機器又は当該機器を収納するグローブボックスに設置することから，機器又
はグローブボックスの一部として申請する。（②）

評価

22条-5

・遮蔽設計の基準となる線量率を満足することを評価する。（③）
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② 詳細説明図 
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③ 既認可からの変更点 
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資料３（３） 配置設計
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資料３（３）－１ グローブボックス等の配置設計
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① 詳細設計展開表（配置設計）

設計説明分類 条文 類型分類
基本設計方針番

号
基本設計方針 添付書類 詳細設計方針 設計上の配慮事項 配置設計 既認可からの変更点 他条文要求との関係 資料番号

〇グローブボック
ス（オープンポー
トボックス，フー
ド含む）

〇グローブボック
スと同等の閉じ込
め機能を有する設
備（焼結・乾燥装
置）

配置設計 ・核燃料物質等の取
扱う機器のグローブ
ボックス等の設置

10条-2 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃
料物質等」という。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等に封
入した状態で取り扱うか，MOX粉末，グリーンペレット，ペ
レットについてはグローブボックス又はグローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び
小規模焼結処理装置(以下「グローブボックス等」という。)
で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態に応じてグローブボック
ス又はオープンポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリ
ング試料等の汚染のおそれのある物品はフードで取り扱う設
計とする。

【V-1-1-2-1 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
(1) 閉じ込めに係る基本方針
核燃料物質等は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒，ウラン粉末
缶，系統及び機器(グローブボックス排気設備，グローブボック
ス排気設備の経路上に設置する火災防護設備(延焼防止ダンパ及
びピストンダンパ)，低レベル廃液処理設備，分析済液処理装
置)に封入した状態で取り扱うか，MOX粉末，粉末を圧縮成形し
たペレット(以下「グリーンペレット」という。)，ペレットに
ついてはグローブボックス又はグローブボックスと同等の閉じ
込め機能を有する焼結炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処
理装置(以下「グローブボックス等」という。)で，ウラン粉末
は取扱量，取扱形態に応じてグローブボックス又はオープン
ポートボックスで，放射性廃棄物のサンプリング試料等の汚染
のおそれのある物品はフードで取り扱う①設計とする。
(2) グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針
MOX粉末を取り扱うグローブボックスは，以下の設計を講じる。
b. グローブボックス内に粉末容器以外の重量物を取り扱うク
レーン等の機器及び当該グローブボックス外側近傍に重量物を
取り扱うクレーン等の機器を設置しない➁ことにより，重量物
の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼさない設計とする。

【V-1-1-2-1 3.1.1 閉じ込め機能維持に係るグローブボック
スの詳細設計方針】
(2) グローブボックスに対する要求事項

c. グローブボックスを損傷させないこと。➁

―

【グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む），グローブ
ボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備】
取り扱う核燃料物質等の種類，形態，取扱量に応じてグローブボックス等
を設置する。
（①）

【MOX粉末を取り扱うグローブボックス】
MOX粉末を取り扱うグローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン
等の機器を設置しない。（②）
（補足説明資料「安有09 MOX粉末を取り扱うグローブボックスに対する重
量物の落下による損傷防護を考慮した配置設計について」にて詳細を説明
する。）

―

14条-24
MOX粉末取扱グローブ
ボックス近傍への重量
物取扱設備設置禁止

グローブボックス等
の設置場所の配置設
計 (1)
①②

〇グローブボック
ス（オープンポー
トボックス，フー
ド含む）

〇グローブボック
スと同等の閉じ込
め機能を有する設
備（焼結・乾燥装
置）

配置設計 ・グローブボックス
等の設置場所

10条-13 (4)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封の
MOXを取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直
接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目
的として設ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入り
する部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持する
ことができる設計とする。

【V-1-1-2-1 2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
a. 核燃料物質等が漏えいした場合においても，工程室(非密封
のMOXを取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等を直
接収納する部屋及び当該部屋から廊下への汚染拡大防止を目的
として設ける部屋並びにそれらの部屋を介してのみ出入りする
部屋をいう。以下同じ。)及び燃料加工建屋内に保持することが
できる①設計とする。

―

【グローブボックス（オープンポートボックス，フード含む），グローブ
ボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備】
グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合においても核燃料
物質等を工程室及び燃料加工建屋に保持するため，グローブボックス等を
工程室に設置する。（①）

― ―

グローブボックス等
の設置場所の配置設
計 (1)
①

〇安全機能を有す
る施設

配置設計 ・露出した状態で
MOX粉末を取り扱う
グローブボックス

14条-6 取り扱う核燃料物質のうち，MOX粉末が飛散しやすいという特
徴を踏まえ，露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスは，燃料加工建屋の地下3階に設置する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-1 3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】
・取り扱う核燃料物質のうち，MOX粉末が飛散しやすいという特
徴を踏まえ，露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボック
スは，燃料加工建屋の地下3階に設置する①設計とする。

―

【露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックス】
露出した状態でMOX粉末を取り扱うグローブボックスは，燃料加工建屋の地
下3階に設置する。（①）

― ―

グローブボックス等
の設置場所の配置設
計 (1)
①

〇安全機能を有す
る施設

配置設計 ・MOX粉末を取り扱
うグローブボックス

14条-24 なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外
の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボッ
クス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置し
ないことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響を
及ぼさない設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-1 5.内部発生飛散物に対する考慮】
・なお，MOX粉末を取り扱うグローブボックス内に粉末容器以外
の重量物を取り扱うクレーン等の機器及び当該グローブボック
ス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン等の機器を設置しない
①ことにより，重量物の落下により閉じ込め機能に影響を及ぼ
さない設計とする。

―

【MOX粉末を取り扱うグローブボックス】
MOX粉末を取り扱うグローブボックス外側近傍に重量物を取り扱うクレーン
等の機器を設置しない。（①）
（補足説明資料「安有09 MOX粉末を取り扱うグローブボックスに対する重
量物の落下による損傷防護を考慮した配置設計について」にて詳細を説明
する。）

―
10条-2
グローブボックス損傷
防止

グローブボックス等
の設置場所の配置設
計 (1)
①

グローブボック
ス等の設置場所
の配置設計

10条
閉じ込め

14条
安有

設計分類
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② 詳細説明図 
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